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Abstract

Formal Methods are useful to detect failures in system specification. Event-B is one of formal methods, which is

based on Set Theory and First Order Logic. Unfortunately, Event-B is not used commonly because Event-B often

creates more costs than it solves. Especially proof is one of the most difficult aspects of Event-B.

In Event-B, system specification is described as a model according to a framework called refinement. Refinement

allows us to gradually introduce the system specification into the model. Consistency of the model is defined based

on proof obligations in each refinement step. When all the proof obligations are discharged, the consistency of

the specification described as the model is considered proved. Actually there are often missing or inconsistent

descriptions in the model, then some of the proof obligations remain undischarged. Because the proof obligations

depend on the model, the undischarged proof obligations will be updated by changing the model. Therefore we

will try to change the model so as to discharge the undischarged proof obligations.

However, since the change results in updates of the discharged proof obligations, we need to re-prove the up-

dated proof obligations. To resolve this problem, we propose a model changing method. Our method consists of

restrictions to keep the discharged proof obligations discharged. To prove a proof obligation, our method also sug-

gests adding a guard condition derived from the proof obligation. To show the feasibility of the proposed method,

we give a case study of a file transfer protocol. Through the case study, it is confirmed that our method enables us

to change the model without re-proof.

Moreover we introduce a method based on Dividing Strategy Tree (DST), which represents an overview of

refinement. Because DST is described in natural language, it’s useful to design refinement completely separately

from Event-B formalism prior to describing the model, and to share the overview with other people who don’t

understand Event-B.





概要

形式手法 Event-Bでは，証明対象の仕様をモデル記述し，モデルから作成される証明責務を証明することで

仕様の正しさを示せる．しかし記述したモデルに矛盾や不備がある場合は，証明責務を証明できない．その

場合，その証明責務を満たすようにモデルを修正する．しかし，モデルを修正することにより，既に実施済

みの証明が無効化され，証明の手戻りが発生する可能性がある．本研究では，上記証明の手戻りを防止可能

なモデル修正手法を提案する．さらに，提案手法の適用可能性および有効性を確認するため，ファイル転送

プロトコルを対象とする適用例とその評価結果を示す．また，上記提案手法の前提となるモデル全体像を策

定する工程に対しても，分割戦略木と呼ぶ記法に基づく手法を整備する．

i





目次

第 1章 はじめに 1

1.1 背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 本研究の目的と貢献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 本論文の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第 2章 Event-Bの概要と活用状況 5

2.1 Event-Bの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.1 Event-Bの狙い . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.2 モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.3 リファインメント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.4 証明責務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1.5 Rodin platform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.6 Event-Bによる仕様証明の流れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Event-Bの研究経過と活用状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

第 3章 関連研究 15

3.1 適用事例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2 既存のシステム開発手法との連携を目的とした関連技術 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.3 適用の効率化や付加価値の向上を目的とした関連技術 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.1 モデル再利用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.2 ソースコード自動生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.3.3 証明支援 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3.4 その他の関連技術 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

第 4章 Event-Bモデルの設計・証明における課題 23

4.1 モデル設計・証明の作業内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 (A)リファインメント戦略策定における課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.3 (B)マシン記述と証明における課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3.1 未証明責務の証明のためのマシン修正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.3.2 証明の手戻り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

iii



第 5章 証明の手戻りを防止するマシン修正手法 31

5.1 アプローチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.2 提案手法の正当性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.3 マシン修正手法の詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.3.1 記号の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.3.2 前提条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.3.3 手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

第 6章 適用実験 43

6.1 題材仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.2 証明の手戻りが発生するマシン修正の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.3 提案手法によるマシン修正の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

第 7章 提案手法の評価と考察 49

7.1 評価 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.2 チートガード挿入の妥当性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.3 前提条件の妥当性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.4 代入アクションに関する仮定の妥当性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

7.4.1 非決定的代入アクションと決定的代入アクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

7.4.2 非決定的代入アクションから決定的代入アクションへの変換方法 . . . . . . . . . . . 52

7.4.3 変換の必要性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.5 提案手法の有用性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

第 8章 リファインメント戦略策定手法の改善 57

8.1 リファインメントにおける検討項目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.2 既存のリファインメント戦略策定手法の問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.3 アプローチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.4 分割戦略木を使用したリファインメント手法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8.5 適用例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

8.6 提案手法の有用性と限界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8.7 活性要件の証明への活用可能性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

第 9章 まとめと今後の課題 71

9.1 まとめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

9.2 今後の課題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

参考文献 74

関連論文 79

iv



図目次

1.1 開発手戻り工数の削減イメージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.1 Envet-Bの研究経過 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1 モデル設計・証明の手続きの流れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.2 マシン修正の繰り返し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.1 マシン修正手法の概念図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.2 提案手法を適用した場合のマシン修正手続き . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7.1 本手法によるマシン修正のイメージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.1 分割戦略木の構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.2 分割戦略木と Event-Bリファインメントの対応関係 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.3 分割戦略木と Event-Bマシンの関係 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.4 分割戦略木と Event-Bマシンの関係 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.5 ファイル転送プロトコル仕様を対象とする分割戦略木の記述結果 . . . . . . . . . . . . . . . 64

8.6 活性要件と補題との関係を表す分割戦略木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

9.1 証明手戻りを防止するマシン修正手法と分割戦略木を用いたリファインメント手法の関係 . 72

v





表目次

2.1 証明作業結果に基づく仕様不具合有無の判定結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Rodin platformの基本機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.1 証明責務への影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

7.1 証明責務数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.2 証明手戻りの回数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.3 更新される証明責務の最大数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.1 証明責務数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

vii





1

第1章 はじめに

1.1 背景

近年，社会インフラのシステム化が進んだことで，システム障害が社会に対して深刻な影響を与えるよう

になってきた．そのため，システムの信頼性・安全性確保のための厳密な不具合検査が求められている．

従来，システムの不具合を検出する手段には，レビューやテストが採用されてきた．しかしレビューやテ

ストでは，限られた時間，人員で不具合を網羅的に検出することは難しい．そのため，従来のレビューやテ

ストを補い，不具合の検出率を向上する手段として，形式手法による網羅的な仕様検証が有効となる．形式

手法を用いて仕様を検証することで，仕様の不具合を漏れなく検出できる．また，仕様不具合を設計段階で

早期検出することにより，開発手戻り工数の削減も見込める．例えば文献 [1]では，設計段階で不具合を検

出することで，テスト工程で検出した場合の 1/15に開発手戻り工数を削減できるとしている（図 1.1）．

要件定義 設計 テスト実装

テストによる
不具合検出

形式手法による
不具合検出

手戻り工数×１

手戻り工数×１5

図 1.1:開発手戻り工数の削減イメージ

仕様検証を目的とした形式手法には，例えば SPIN/Promela [2]や SMV [3]，B Method [4]などがある．

SPIN/Promelaや SMVは主に，システムの状態遷移仕様を対象としており，状態を表す変数への代入操作

によって状態遷移を表現する．状態を表す変数が複数存在する場合は，システムの状態はそれら変数の組み

合わせで表される．記述した状態遷移仕様を，その仕様が満たすべき性質とともに検証ツールに入力する

と，検証ツールはシステムが取り得る状態を網羅的に探索する．そして探索の過程で上記性質に違反する

状態を検出した場合は，その状態を出力する．

B Methodでは，一階述語論理や集合論に基づく言語でシステムの仕様を記述する．そのため，SPIN/Promela

や SMVよりも複雑なデータ構造を記述できるという特長がある．ただし，仕様の検証作業は完全には自動

化されておらず，人手の操作を要する場合がある．B Methodは主に，システムの仕様から正しいプログラ

ムを得る目的で使用される．そのため，仕様記述を，ソースコード相当の記述に詳細化するためのリファイ

ンメントと呼ばれる手続きが定義されている．上記ソースコード相当の記述は，実装記述と呼ばれる．この
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リファインメントの手続きに則って仕様を実装記述に詳細化することで，仕様と実装記述との整合性を証明

できる．また，得られた実装記述から実際のソースコードを生成する機能も提供されている [5]．このよう

に B Methodを活用することで，システムの仕様からその仕様を実現する正しいプログラムを得られる．し

かし得られたプログラムの妥当性を保証するためには，上記仕様が要件を満たす正しい仕様であることを

証明する必要がある．本論文においてシステムの要件とは，システムの仕様が満たすべき性質や振る舞い

として，仕様とは別に定義されるものとする．このような動機から，B Methodをシステム開発の上流工程

向けに拡張した Event-Bが開発された．

Event-Bでは，システムの仕様がその要件を満たすことを証明できる．システムが満たすべき要件は，シ

ステムが影響を受ける，あるいは影響を及ぼす外部環境の性質や振る舞いとして定義される場合もある．特

に近年の IoT（Internet of Things）や SoE（Systems of Engagement）などの概念では，他システムや装置等

の外部環境と相互に影響を及ぼし合うことが要件とされている．従来 B Methodでは，システムの仕様のみ

が記述可能でその外部環境は記述できなかった．これに対して Event-Bでは，外部環境の振る舞いや性質を

記述できるように記法を拡張しており，システムの要件を柔軟に定義できるという特徴がある．またシステ

ム仕様を策定する工程では，抽象的な仕様から具体的な仕様へと，段階的な詳細化が行われる．そのような

仕様の段階的な詳細化は，上記リファインメントを適用することで対応できるが，B Methodのリファイン

メントでは，機能の数やその入出力など仕様の外延的な要素を変更できないという制約があった．そこで

Event-Bでは，B Methodのリファインメントを拡張し，機能の追加，分割など外延的な仕様変更を伴う詳

細化も可能にしている．これにより，システム仕様をより柔軟に記述できるようになる．

以上より Event-Bを用いることで，従来の B Methodでは扱えなかった，仕様が要件を満たすことの証明

を実施できるようになる．Event-Bでは B Methodと同様に，システムの仕様を一階述語論理や集合論に基

づく言語で記述する．本論文では，Event-B言語で記述した仕様をモデルと呼ぶ．Event-Bは従来，システ

ムの不変性質である安全性要件の証明に使用されてきたが，「いずれ必ずある条件を満たす」などの活性要

件を検証する手法も近年確立されつつある [6] [7]．またこれまでは主に制御システムの分野で適用が進めら

れてきたが [8] [9] [10]，近年ではエンタープライズシステムの分野でも適用が試行されている [11]．

上述のとおり Event-Bのモデル記述では，リファインメントと呼ばれる詳細化手法を使用する．モデルの

設計者は，リファインメントによって徐々に詳細な仕様をモデルに導入していく．リファインメントの各段

階で設計者が作成する仕様記述は，マシンと呼ばれる．リファインメントの各段階では，マシンの記述内容

に基づいて証明責務と呼ばれる複数の証明問題が定義される．証明責務は「前提 ⊢結論」の形式で表され

る．また証明責務の証明とは，推論規則を適用して前提の論理式から結論の論理式を導出することを意味

する．モデルの設計者は証明責務を証明することで，記述したマシンの正しさを示せる．しかしマシンに

矛盾や不備があると，証明責務は証明できない．その場合は，証明責務を満たすようにマシンを修正する．

しかしマシンの修正は，既に証明済みの証明責務にも影響を及ぼす．そのためマシンを修正した結果，既に

実施済みの証明が無効になる可能性がある．そして証明が無効化された証明責務に対しては，再度証明を

行う必要がある．このようにリファインメントにおいては，マシンの修正によって証明責務の証明が無効化

され，再証明が発生する場合がある．本論文ではこのことを，証明の手戻りと呼ぶ．
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1.2 本研究の目的と貢献

本研究ではまず，Event-Bのリファインメントにおいて，上述の証明手戻りが発生する可能性があるとい

う課題を提起する．そしてその課題に対処する方法として，証明済みの証明責務を証明済みのまま維持す

るためのマシン修正手法を提案する．さらに具体的な適用事例を示すことで，提案手法の適用可能性およ

び有効性を評価する．

提案手法では，証明責務の証明をその種類ごとに順序立てて行う．そして，ある種類の証明責務を証明す

る場合に，その時点で証明済みの種類の証明責務に影響を与えないようにするため，設計者が遵守すべき

マシン修正の制約を与える．設計者は，その制約の範囲内でマシン修正を行うことで，証明済みの証明責務

を証明済みのまま維持できる．また上記制約のもとでマシンを修正し証明責務を証明していくと，未証明

の証明責務はある一種類の証明責務に集約される．そこで提案手法では，上記集約された証明責務を証明

するため，上記証明責務から逆算して作成するガード条件を挿入する．

そして提案手法の適用可能性および有効性を確認するため，ファイル転送プロトコルの仕様を対象に適

用実験を行った．その結果，提案手法を適用することによって証明手戻りを防止できることを確認した．

また本研究では，マシン記述・証明の前作業となる，リファインメント戦略の策定についても考察を与え

る．1.1節で述べたとおり，Event-Bのマシン記述・証明においては，リファインメントによって徐々に詳

細な仕様を導入していく．その際，「どの仕様をどの順序でマシンに導入するか」というリファインメント

の戦略は無数に考えられるため，対象の仕様に合わせて設計者が適切に策定する必要がある．よって，類似

の先例がある場合を除いて，リファインメントの適用には試行錯誤を要する．この時，マシンを記述しなが

らリファインメント戦略を検討していると，上記試行錯誤に伴いマシン記述の手戻りが発生する．そこで本

研究では，リファインメント戦略の策定をマシン記述から分離する手法を提案する．従来，ソフトウェア開

発の現場では，障害の影響やセキュリティ上の脅威等を分析する手段として，原因と結果の関係を木構造で

表す図が使用されている．そこで提案手法では，分割戦略木と呼ぶ木構造の図によってリファインメント

戦略を記述する．分割戦略木の各ノードには，対象システムの仕様を自然言語で記述する．この分割戦略

木を活用することで，設計者は Event-Bの形式的意味論を考慮せずにリファインメント戦略を策定できる．

また他の設計者や顧客など，Event-Bに精通していない第三者とリファインメント戦略を共有し，合意形成

する目的にも利用できる．本研究では分割戦略木に基づく手法の適用実験を行い，提案手法に従ってリファ

インメントを実施できることを確認した．以下に，本研究の貢献をまとめる．

【本研究の貢献】

• 証明責務を証明できなかった場合に，Event-Bマシンの修正により証明の手戻りが発生するという

課題の提起

• 証明責務から逆算して作成したガード条件を挿入することで上記証明の手戻りを防止するマシン修

正手法の提案

• 提案手法の適用可能性および有効性を示す具体的な適用事例の提供

• 上記提案手法の前提となるリファインメント戦略策定の課題と，その解決方法を提起
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1.3 本論文の構成

本論文の構成を示す．まず第 2章では Event-Bの概要と示すとともに，その活用状況について述べる．次

に第 3章では，Event-Bの関連研究を示す．そして第 4章では，Event-Bモデルの設計・証明作業をリファ

インメント戦略の策定とマシン記述・証明の 2段階に分割し，それぞれの課題を提起する．このうちマシ

ン記述・証明の課題を解決する手法として，証明の手戻りを防止するマシン修正手法を第 5章で提案する．

さらに第 6章では，ファイル転送プロトコルを題材とする提案手法の適用実験結果を示し，次の第 7章に

てその評価と考察を行う．また第 8章では，上記提案手法の前提となるリファインメント戦略の策定に対し

ても考察を与える．具体的には第 4章に示した課題を詳細化するとともに，その解決方法を提起する．最

後に第 9章で，本論文のまとめと今後の課題を示す．
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第2章 Event-Bの概要と活用状況

本章では，2.1節に Event-Bの概要を示し，次の 2.2節でその活用状況について述べる．

2.1 Event-Bの概要

2.1.1 Event-Bの狙い

Event-Bは，「システムの仕様がその要件を満たすこと」を証明するための手法で，B Methodの不足を補

う狙いで開発された．B Methodは，システム仕様からその仕様を実現する正しいプログラムを得る目的で

使用される．しかし得られたプログラムの妥当性を保証するためには，上記システム仕様が要件を満たす

正しい仕様であることを証明する必要がある．そこで，B Methodの記法やリファインメントの考え方を上

流工程向けに拡張し，新たな形式手法として Event-Bが開発された．特に以下の点について，B Methodの

不足を補うよう拡張が加えられている．

外部環境の記述

システムが満たすべき要件は，システムが影響を受けるあるいは影響を及ぼす外部環境の性質や振る舞

いとして定義される場合がある．特に近年の IoT（Internet of Things）や SoE（Systems of Engagement）な

どの概念では，他システムや装置等の外部環境と相互に影響を及ぼし合うことが要件とされている．しか

し B Methodでは，システムの仕様のみが記述可能でその外部環境は記述できない．そこで Event-Bでは，

外部環境の振る舞いや性質を記述できるように記法を拡張しており，システムの要件を柔軟に定義できる．

リファインメントの方法

システム仕様を策定する工程では，抽象的な仕様から具体的な仕様へと，段階的な詳細化が行われる．こ

の段階的な詳細化は，リファインメントを適用することで実現できる．しかし B Methodでは，機能の数や

その入出力など仕様の外延的な要素を確定する必要があり，リファインメントの過程では上記外延的要素を

変更できない．そこで Event-Bでは，B Methodのリファインメントを拡張することで，機能の追加や分割

など外延的な仕様変更を伴う詳細化も（部分的に）可能にしている．これにより，システム仕様をより柔軟

に記述できる．Event-Bのリファインメントについては，2.1.3節で詳しく述べる．
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2.1.2 モデル

Event-Bでは，コンテクストとマシンと呼ばれる構成要素にてシステムの仕様を記述する．

コンテクスト

コンテクストでは，変数のデータ型定義に使用するキャリア集合や，定数を宣言する．そして宣言した

キャリア集合や定数の性質を，公理として定義する．例えば自然数（0を含む）の定数 nは，以下の公理に

て定義できる．

axm1 : n ∈ N

本論文では，公理の記述に付与するラベルの接頭辞として axmを用いる．また Nは，0を含む自然数の

キャリア集合を表す．このように公理 axm1を記述することで，定数 nが任意の自然数（0を含む）である

ことを定義できる．

マシン

マシンでは，システムの状態などを表す変数を宣言する．またマシンから参照するコンテクストを指定す

ることで，コンテクストにて定義した定数やキャリア集合を使用できる．そして参照可能な定数とキャリア

集合，および宣言した変数を使用することで，インバリアントやイベントと呼ばれる要素を記述する．

インバリアントとは，変数に対して成立する不変性質を表す論理式である．以下に例として，変数 xの

性質を定義するインバリアント inv1および inv2を示す．

inv1 : 0≤ x

inv2 : x ≤ n

インバリアントのラベルには，invを接頭辞として用いる．inv1は，変数 xが 0以上であることを定義し

ている．同様に inv2は，xが定数 n以下であることを定義している．

またシステムの振る舞いは，変数に値を代入するイベントにて定義する．イベントは，システムの離散的

な状態遷移を表現しており，ガードとアクションから構成される．ガードは変数や定数からなる条件式であ

り，ガードの表す条件が成立するとき，イベントは実行可能になる．アクションはイベント実行に伴う変数

への代入操作である．例えば変数 xの値をインクリメントするイベント incは，以下のとおり記述できる．

inc =̂ where grd1 : x < n then act1 : x := x+ 1 end

ガードは whereの後に，アクションは thenの後にそれぞれ記述する．ガードとアクションのラベルには，

それぞれ grdと actを接頭辞として用いる．ガード grd1は変数 xが定数 nよりも小さいことを表しており，

その条件が成立する場合にイベント incは実行可能になる．ただし Event-Bにおいては，実行するイベント

は非決定的に選択されるため，実行可能なイベントが必ず実行されるとは限らない．また記号 :=は変数へ

の値の代入を表す．よって act1は，変数 xに対して x+ 1を代入するアクションを表す．
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ガードのうち，他のガードから導出可能なガードは，定理として記述することもできる．本論文では，定

理として定義したガードを定理ガードと呼び，定理ガードではない通常のガードは標準ガードと呼ぶこと

にする．上記 grd1は標準ガードである．定理ガードは標準ガードから導出可能であるため，追加あるいは

削除してもイベントの実行条件には影響しない．つまり定理ガードは，仕様としての意味を持たないとも

言える．例えば上記イベント incには，以下の定理ガード thm2を追加できる．

incthm =̂ where grd1 : x < n, thm2 : x+ 1 < n+ 2 then act1 : x := x+ 1 end

定理ガードのラベルには，thmを接頭辞として用いる．定理ガード thm2は，x + 1は n + 2よりも小さ

いことを表している．これは grd1から導出可能であることから，thm2は定理ガードとして妥当と言える．

Event-Bモデル記述の妥当性については，2.1.4節で詳説する．

またイベントの記述では，そのイベント内でのみ有効なパラメータを定義することもできる．イベントの

一般化形式を，以下のとおり定義する．

【イベントの一般化形式】

evt =̂ any p where G(s, c, v, p), Gt(s, c, v, p) then v:| BA1(s, c, v, p, v′) end

evtはイベントの名称を表す．anyの後にはイベント内で有効なパラメータを記述する．また上でも述べ

たとおり，whereの後にはガードを，thenの後にはアクションをそれぞれ記述する．ガードが複数存在す

る場合は，カンマで区切って記述する．pはパラメータの集合を表す．sと cは，それぞれ参照可能なキャ

リア集合と定数の集合を表す．vは変数の集合を表す．v′は当該イベント実行後の vの値を表す．Gは標準

ガード，Gtは定理ガードを表す．BA1はアクション実行前の vの値と，実行後の値 v′との関係を定義する

述語で，前後述語と呼ばれる [12]．例えば，上記イベント incの前後述語は，x′ = x+ 1と表せる．この前

後述語によってあらゆるアクションを記述できるが，変数への単純な代入アクションを記述する場合は，v

に含まれる任意の変数 xと任意の式 Expを用いて x := Exp(s, c, v, p)とも記述できる．例えば上記 act1で

は，前後述語ではなく記号 :=を用いてアクションを記述している．

2.1.3 リファインメント

Event-Bには，抽象的な仕様を表すマシンを徐々に詳細な仕様を表すマシンに更新する，リファインメン

トと呼ばれる手法が定義されている．リファインメントによる詳細化前と詳細化後のマシンを，それぞれ抽

象マシンおよび具体マシンと呼ぶ．また，リファインメントによってマシンを詳細化する段階を，本論文で

はステップと呼ぶ．各ステップにおけるマシンの記述方法は，モデルの設計者が任意に策定する．

リファインメントを適用した場合，そのリファインメントが妥当であれば，抽象マシンで成立する性質

は具体マシンにおいても成立することが保証される．よってリファインメントを適用することで，具体マ

シンがある性質を満たすことの証明問題を，抽象マシン上でその性質が成立することの証明問題と，抽象

マシンから具体マシンへのリファインメントが妥当であることの証明問題に分割できる．リファインメン

トによって分割した証明責務は，分割前の証明責務よりも簡単に証明できる可能性がある．つまり，リファ
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インメントを適用することで，証明が困難な問題を別の証明問題に置き換えることができる．複数ステップ

に渡ってリファインメントを実施した場合は，全ステップのリファインメントの妥当性を証明することで，

抽象マシンにおける証明結果を保存できる．

リファインメントが妥当であるとは，抽象マシンが具体マシンを模倣することを意味する．本論文では，

抽象マシンが具体マシンを模倣するという条件を，模倣条件と呼ぶことにする．この模倣条件は，後の 2.1.4

節で示す証明責務にて具体化される．つまり，リファインメントが妥当であることを証明するためには，具

体マシンの記述に基づいて作成される証明責務を証明すればよい．

リファインメントでは主にイベントを詳細化する．2.1.2節に示したイベント incを詳細化した例として，

以下のイベント incr を示す．

incr =̂ where grd1 : a+ b < n then act1 : a := a+ 1 end

この例では，ガード grd1を x < nから a+b < nに詳細化している．同様にアクション act1を，x := x+1

から a := a+ 1に詳細化している．aおよび bは，リファインメントによって新たに追加した変数である．

詳細化後のイベント incr では，a+ bにて xを表している．つまり，xを a+ bに詳細化している．変数 xに

対する inv1および inv2と同様に，変数 aおよび bに対して以下のインバリアント inv3および inv4を定義

する．

inv3 : 0≤ a+ b

inv4 : a+ b ≤ n

2.1.2節に示したイベント evtを，リファインメントによって詳細化したイベントの形式を，以下の evtr

にて定義する．

【詳細化したイベントの一般化形式】

evtr =̂ any q where H(s, c,w,q), Ht(s, c,w,q) with W1(s, c,w, p,q,w′), W2(s, c,w,q, v′,w′)

then w:| BA2(s, c,w,q,w′) end

H，Ht，および BA2は，それぞれ具体マシンにおける標準ガード，定理ガード，および前後述語を表す．

wおよび qは，具体マシンにおける変数の集合とパラメータの集合を表す．w′ は，当該イベント実行後の

wの値を表す．リファインメントでは抽象マシンの変数を削除することもでき，その場合，v′と w′との関

係を表す述語が必要になる．パラメータについても同様で，pと qとの関係を表す述語が必要になる．これ

らの述語はWitness述語と呼ばれる [12]．W1はパラメータに関するWitness述語を，W2は変数に関する

Witness述語を表す．

また以下では，抽象マシンおよび具体マシンから参照可能な公理の集合を A(s, c)と表す．さらに抽象マ

シンと具体マシンにおけるインバリアントの集合を，それぞれ I (s, c, v)と J(s, c, v,w)と表す．
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2.1.4 証明責務

Event-Bモデルの妥当性は，証明責務の証明によって保証される．証明責務とは，「前提 ⊢結論」の形式

で表される証明問題であり，主にマシンから一定の規則で作成される．証明責務の証明とは，推論規則を

適用することで，前提の論理式から結論の論理式を導出することを意味する．設計者は証明責務を証明す

ることにより，マシンに関する性質を保証できる．本論文では，マシンから作成される証明責務を証明す

ることを，「マシンの証明」あるいは「モデルの証明」と表現する．Event-Bのモデル設計・証明環境である

Rodin platform [13] [14]は，モデルエディタとしての機能に加えて，上記証明責務の生成機能を提供する．

さらに，生成した証明責務の自動証明機能と，設計者が証明手続きを指示できる対話証明機能を提供する．

Rodin platformの提供する機能については，2.1.5節で詳説する．

本論文で扱う証明責務として，リファインメントの妥当性に関する証明責務 S IM，EQL，GRDと，イン

バリアントに関する証明責務 INV，および定理ガードに関する証明責務 T HMを示す．

【証明責務】

• [S IM] 具体マシンのアクションが表す振る舞いは，抽象マシンのアクションが表す振る舞いを逸脱

しない．

[S IM] A, I , J,H,Ht,W1,W2, BA2 ⊢ BA1

• [EQL] 具体マシンのイベントにて変数 xの値を更新し，抽象マシンのイベントでは変数 xの値を更

新しない場合，上記イベント実行後の値 x′ は実行前の値と一致する．

[EQL] A, I , J,H,Ht, BA2 ⊢ x′ = x

• [GRD] 具体マシンの標準ガード H および定理ガード Ht は，抽象マシンの標準ガード Gを弱化し

ない．

[GRD] A, I , J,H,Ht,W1 ⊢ G

• [INV] インバリアント Jが，イベントの実行前に成立する場合，同イベントの実行後にも同インバ

リアントは成立する．J′ は，J(s, c, v,w′)を意味する．

[INV] A, I , J,H,Ht,W2, BA2 ⊢ J′

• [T HM] 具体マシンの定理ガード Htは，公理 A，インバリアント I，J，および標準ガード Hから導

出可能である．

[T HM] A, I , J,H ⊢ Ht

このうち，リファインメントの妥当性に関わる証明責務 S IM，EQL，GRDは，2.1.3節で述べた模倣条

件に相当する．即ち，これらの証明責務を証明することで，抽象マシンが具体マシンを模倣するという模倣

条件が成立することを示せる．

本論文では，イベント evtに含まれる任意のガード grdを，evt/grdと表記する．同様にそれらのイベ
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ントがマシン mに含まれる場合は，m/evt/grdと表記する．さらにガード grdに関する証明責務 GRDを

evt/grd/GRDと表す，その他の証明責務も同様の方法で表す．

ここで例として，2.1.2節に示したイベント incを，リファインメントによって 2.1.3節の incr に詳細化し，

さらにインバリアント inv3および inv4を定義した場合を考える．その場合，以下の証明責務が作成される．

[inc/act1/S IM] n ∈ N, 0 ≤ x, x ≤ n, 0 ≤ a+ b, a+ b ≤ n, a+ b < n, a′ = a+ 1 ⊢ x′ = x+ 1

[inc/grd1/GRD] n ∈ N, 0 ≤ x, x ≤ n, 0 ≤ a+ b, a+ b ≤ n, a+ b < n ⊢ x < n

[inc/inv3/INV] n ∈ N, 0 ≤ x, x ≤ n, 0 ≤ a+ b, a+ b ≤ n, a+ b < n, a′ = a+ 1 ⊢ 0 ≤ a′ + b′

[inc/inv4/INV] n ∈ N, 0 ≤ x, x ≤ n, 0 ≤ a+ b, a+ b ≤ n, a+ b < n, a′ = a+ 1 ⊢ a′ + b′ ≤ n

同様に証明責務 T HMの例示のため，イベント incを 2.1.3節の incthmに詳細化する場合を考える．その

場合，以下の証明責務が作成される．

[inc/thm2/T HM] n ∈ N, 0 ≤ x, x ≤ n, x < n ⊢ x+ 1 < n+ 2

これら証明責務の証明は，上述の自動証明機能や対話証明機能を用いて行う．通常はまず，自動証明機能

を用いて証明を試みる．この自動証明機能を提供するプログラムは自動証明器と呼ばれる．自動証明器は証

明責務に対して推論規則を適用するが，推論規則の適用方法は無数に考えられるため，あらゆる適用方法

を網羅的に試すことはできない．そのため自動証明器には，推論規則を適用する戦略が予め設定されてお

り，自動証明器はその戦略に従って推論規則を適用していく．設定された戦略に従って推論規則を適用する

ことで前提から結論を導出できた場合，即ち証明責務を証明できた場合は，自動証明器は実行を停止する．

また，証明責務を証明できていない場合でも，自動証明器は実行を停止することがある．まず，設定され

た戦略に従ってそれ以上推論規則を適用できなくなった場合，自動証明器は実行を停止する．または，自

動証明の実行時間が一定の上限値を超えた場合にも停止する．あるいは，自動証明器が自ら停止する前に，

設計者が強制的に停止することもできる．ただし，これらの状況で自動証明器が停止した場合でも，対象の

証明責務は証明不可能とは断言できない．例えば，推論規則の適用戦略を変更することで，対象の証明責務

を証明できる可能性がある．また同じ戦略でも，より長時間自動証明器を実行することによって，対象の証

明責務を証明できる可能性もある．このように，自動証明器の実行結果からは，証明責務の証明可能性は判

断できない．よって自動証明機能によって証明責務を証明できなかった場合は，次に対話証明機能を使って

証明を試みる．

対話証明機能では，適用する推論規則を設計者が指定して証明を進める．しかし，上述のとおり推論規

則の適用方法は無数に考えられることから，対話証明機能による証明の成否は設計者のスキルに依存する．

よって自動証明機能と同様に，対話証明によって証明責務を証明できなかったとしても，その証明責務は証

明不可能とは限らない．

このように設計者は，自動証明機能や対話証明機能の支援のもとで，証明責務の証明を試みる．しかし証

明責務を証明できなかった場合は，その証明責務の証明可能性を決定できない．このことは，Event-Bの基

礎となる一階述語論理においては，与えられた論理式が恒真か否かを決定できないことに由来する．即ち，
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証明可能な証明責務を証明できるアルゴリズムは存在するが，そのアルゴリズムに証明不可能な証明責務

を与えた場合，停止するとは限らない．つまり上記アルゴリズムが一定時間停止しない場合，証明責務は証

明可能でいずれ証明に成功して停止するのか，あるいは証明責務は証明不可能で今後も停止しないのか判

断できない．

このように証明責務を証明できなかった場合は，逆に，その証明責務が証明不可能であることを示せる可

能性がある．そのためには，証明責務の前提の論理式と，結論の論理式の否定が同時に成立する場合がある

ことを証明すればよい．このような証明問題を，証明責務の反例と呼ぶことにする．この証明責務の反例を

証明できた場合は，もとの証明責務は証明不可能であると決定できる．しかしもとの証明責務の証明と同

様で，証明責務の反例を証明できなかった場合は，その証明可能性を判断できない．よって結局，もとの証

明責務が証明不可能であったとしても，そのことを決定できるとは限らない．

以上より，証明責務の証明作業結果は，「証明責務を証明できる場合」，「証明責務は証明できないが，証明

責務の反例を証明できる場合」，あるいは「証明責務を証明できず，証明責務の反例も証明できない場合」

のいずれかになる．これらの証明作業結果に基づいて，設計者はマシンとして記述した仕様に不具合があ

るかを判定する．表 2.1では，仕様不具合の有無，および証明作業の結果によって場合分けを行い，それぞ

れの場合における仕様不具合有無の判定結果を示す．表 2.1における「仕様不具合の有無」とは，仕様が不

具合を含むか否かという事実を意味しており，設計者がそのことを認識しているとは限らない．設計者は

「証明作業の結果」の結果に基づき，「仕様不具合有無の判定結果」を認識できる．

表 2.1:証明作業結果に基づく仕様不具合有無の判定結果
# 仕様不具合の有無（証明責務

の証明可能性）

証明作業の結果 仕様不具合有無の判定結果

1 (a)仕様不具合あり (証明責務

は証明不可能)

(i) 証明責務の反例を証明できた

（証明責務は証明できず）

仕様不具合ありと判定

2 (a)仕様不具合あり (証明責務

は証明不可能)

(ii) 証明責務も，証明責務の反例

も証明できず

仕様不具合の有無は不明

3 (b)仕様不具合なし (証明責務

は証明可能)

(iii) 証明責務を証明できた 仕様不具合なしと判定

4 (b)仕様不具合なし (証明責務

は証明可能)

(ii) 証明責務も，証明責務の反例

も証明できず

仕様不具合の有無は不明

表 2.1の#1および#2は，マシンとして記述した仕様に不具合がある場合を示している．Event-Bでは，対

象の仕様に不具合があると，証明不可能な証明責務が作成される．例えば，当該マシンでは成立しないイン

バリアントを記述すると，そのインバリアントに関する証明責務は証明不可能になる．または，模倣条件を

満たすようにイベントを記述していない場合や，成立するはずの性質をインバリアントとして明記してい

ない場合も，証明不可能な証明責務が作成される．これらの証明責務は，いかなる方法で推論規則を適用し

ても証明できない．そこで次に，証明責務の反例を証明することを試みる．その結果，証明責務の反例を証

明できれば，その証明責務は証明不可能であり，即ち仕様に不具合があると判定できる（#1）．逆に証明責

務の反例を証明できなかった場合は，証明責務の証明可能性を決定できない．よってその結果，仕様不具合

の有無は不明となる（#2）．
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一方，対象の仕様に不具合がない場合は，証明可能な証明責務が作成される（#3および#4）．作成され

た証明責務を証明できた場合は，仕様には不具合がないと判定できる（#3）．しかし推論規則を適切に適用

できないと，証明可能な証明責務でも証明できない場合がある．その場合次に，証明責務の反例の証明を試

みるが，もとの証明責務が証明可能であることから，その反例は証明不可能である．よって，証明可能な証

明責務を証明できなかった場合は，証明責務の証明可能性を決定できない．よってその結果，仕様不具合の

有無は不明となる（#4）．

本論文では，理由に関わらず，証明できなかった証明責務を未証明責務と呼ぶことにする．つまり#1，#2

あるいは#4のいずれかの理由で証明できなかった証明責務を未証明責務と呼ぶ．また，ある証明責務に対

して証明作業を実施したが証明できず，未証明責務として扱われるようになることを，「証明責務が未証明

になる」と表現する．

2.1.5 Rodin platform

Event-Bによるモデル記述およびその証明には，Rodin platform [13] [14]というオープンソースソフトウェ

アを使用できる．Rodin platformが提供する基本機能を以下の表 2.2にまとめる．

表 2.2: Rodin platformの基本機能
# 名称 機能概要

1 モデルエクスプローラ モデルおよびその構成要素であるマシンとコンテクス

トを一覧表示する

2 モデルエディタ 設計者によるマシンおよびコンテクストの編集を受け

付ける

3 構文チェックおよび証明責

務生成機能

記述したマシンおよびコンテクストの構文をチェック

し，構文エラーがなければ証明責務を生成する

4 自動証明機能 証明責務の自動証明を試行する

5 対話証明機能 設計者からの証明指示を受け付けて，証明責務の証明

を進める

モデルエクスプローラは，モデルの一覧をツリー形式のビューで表示する．モデルを表すノードを展開す

ると，そのモデルを構成するマシン及びコンテクストが表示される．さらにマシンおよびコンテクストを

表すノードを展開すると，それらに対して作成された証明責務が表示される．新たなマシンやコンテクス

トを追加する場合も，モデルエクスプローラ上で行う．さらに，任意の抽象マシンに対してその具体マシン

のひな型を作成するなど，リファインメントを支援する機能も備える．モデルエクスプローラ上でマシンあ

るいはコンテクストを選択して開くと，モデルエディタが起動して，選択したマシンあるいはコンテクスト

を編集できるようになる．

モデルエディタは，マシンおよびコンテクストの記述を編集し保存する機能を提供する．Rodin platform

は複数のモデルエディタを備えており，モデル設計者は使用するエディタを任意に選択して，マシンおよび

コンテクストを記述できる．そしてマシンおよびコンテクストの記述後に証明責務生成機能を実行するこ

とで，それらに対応する証明責務を自動生成できる．証明責務を自動生成する前に，Rodin platformは記述
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したマシンおよびコンテクストが Event-Bの構文規則に則っているかを検査し，構文規則違反を検出した場

合はその箇所を示すエラーを出力する．

生成した証明責務は，自動証明機能あるいは対話証明機能を用いて証明する．2.1.4節でも述べたとおり，

自動証明機能を提供するプログラムは自動証明器と呼ばれ，予め設定された戦略に基づいて推論規則を適

用する．自動証明器によって証明責務を証明できなかった場合は，対話証明機能を使用する．対話証明機能

では，適用する推論規則を設計者が指定して証明を進める．対話証明機能によってある程度証明を進めてか

ら，自動証明器を実行することもできる．逆に，自動証明器にて途中まで証明を進めてから，対話証明機能

に切り替えることもできる．

2.1.6 Event-Bによる仕様証明の流れ

Event-B適用の目的は，証明可能な正しい仕様を得ることである．つまり，仕様を表す Event-Bモデルに

矛盾や不備がある場合は，証明責務を証明できるまでモデルを修正する．Event-Bによる仕様証明では，ま

ず対象システムの仕様をモデルとして記述し，モデルから作成される証明責務の証明を試みる．全ての証

明責務を証明できた場合は，その仕様を証明できたことになる．証明できない証明責務が一つでもある場

合はモデルを修正し，修正後のモデルから作成された証明責務の証明を試みる．

また，Event-Bではリファインメントにより段階的に仕様を詳細化できるため，モデルの記述を開始する

時点では対象の仕様を策定せず，リファインメントに伴い徐々に仕様を策定することも可能である．言い換

えると，リファインメントで最終的に記述するマシンを想定せずに，各ステップで仕様を模索的に策定しな

がらマシンを記述することもできる．証明責務の証明を通じてマシンの矛盾や不備を発見した場合は，そ

の都度修正する．

策定済みの仕様をモデルとして記述する場合，リファインメントの各ステップでは，策定済みの仕様の

うちどの仕様を導入するかを策定すればよい．一方でモデル記述と同時に仕様を策定する場合は，リファ

インメントの各ステップにおいて，導入する仕様そのものを策定する必要がある．ただしいずれの場合も，

策定した仕様をモデルとして記述し，証明責務を満たすようにモデルを修正することで正しい仕様を得る

という基本的な流れは変わらない．本論文ではこのうち，模索的に仕様を策定する方法は対象としない．そ

の理由は 4.1節に示す．

2.2 Event-Bの研究経過と活用状況

Event-Bの研究経過を図 2.1に示す．

Event-Bの研究開発は，EU（European Union）のプロジェクトにて 2004年に始まった．当初はリファインメ

ントをはじめとする概念の確立を目的としたケーススタディ[12] [15]と，Rodin platformと呼ばれる支援ツー

ルの開発 [13] [14]が主体であった．その後，実システムへの適用事例 [6] [8] [9] [10] [11] [16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23] [24]を積み上げるとともに，既存のシステム開発手法との連携 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

が試されるなど，実用化に向けた試行が進んだ．これらの適用事例や技術の詳細は，3.1節および 3.2節に

示す．
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言語・手法確立 実用化に向けた試行
適用効率化・
付加価値向上

20122004 2008
RODIN DEPLOY

ADVANCEEU Project

研究内容

研究目的

• Rodin Platform開発
• Toy Exampleを用いた
ケーススタディ

• 実システムへの事例適用
• Goal指向分析やUMLなど
従来手法との連携

• モデル再利用
• ソースコード自動生成
• 証明支援
• アニメーション環境

2016

図 2.1: Envet-Bの研究経過

これらの研究により，実システム開発における Event-Bの有効性が確認されたが，同時に産業活用のため

には，費用対効果の改善が必要であると分かってきた．Event-B適用のためには，Event-Bのモデルを従来

の仕様書とは別に設計し，証明する必要がある．そして，上記モデル設計・証明のための工数は，従来の開

発工数に追加される．よってシステム開発ベンダの経営者は，Event-Bの適用にかかる費用を追加しても，

Event-Bを適用の価値があるかを判断することになる．そして残念ながら，Event-B適用の費用対効果は不

十分と判断される場合が多い．

上記状況を受け近年は，モデルの再利用 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]や，ソースコード自動生

成 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]など，適用の効率化や付加価値の向上を目的とした研究が主流となって

いる．例えば，モデルを再利用することで，モデル設計・証明にかかる工数を削減することができる．また

は，Event-Bのモデルから C言語や Ada言語などのソースコードを自動生成することで，実装およびテス

トの工数を削減できるという効果が見込める．その他にも，証明の支援技術やモデルの正しさを確認する

ためのアニメーション技術などが開発されている [47] [48] [49] [50] [51] [52]．これらの技術は，主に Rodin

platformのプラグインとして実現されている．各々の技術の詳細は，3.3節に示す．

これらの研究成果により Event-B適用の費用対効果は向上しつつあるが，十分とは言えない．特に，先例

のないシステムのモデル設計・証明は困難で，工数がかかるという問題がある．上に示したとおり，実シス

テムに対する Event-Bの適用事例はいくつも報告されている．しかしこれらの適用事例には「この仕様に対

しては，このように Event-Bモデルを記述することで証明できた」という結果のみが記載されており，「な

ぜそのようにモデルを記述したか」という考え方は示されていない．あるいは対象システムの特徴に触れ，

「この特徴を持つシステムに対してはこのモデル記述方法が有効である」という特定のシステムに対しての

み有効な考え方が示されている．そのため汎用性が低く，同種のシステム以外には応用が効かない．以上の

理由から，先例のないシステムのモデル設計・証明方法は自明ではなく，試行錯誤が発生する．

この問題に対しては，モデルの設計・証明作業を支援する一定の方針を示し，手法として整備することが

有効と考える．手法を整備することで，モデル設計・証明の手順が定型化されるため，試行錯誤の頻度を削

減し，作業を効率化できる可能性がある．よって本研究では，モデル設計・証明作業を支援する手法の提供

を目標とする．後の第 4章では，モデル設計・証明の作業内容を明確化した後，その作業において生じる

課題を示す．
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本章では関連研究として，Event-Bの適用事例や既存技術を示す．そして，それらの事例や技術を活用して

も，2.2節で提起したモデル設計・証明の難しさを解決できないことを述べる．

2.2節でも述べたとおり，実システムに対する Event-Bの適用事例は過去にいくつも報告されている．し

かし，それらの適用事例にはモデル記述の結果のみが記載されているため，別の種類のシステムのモデル

設計・証明には応用できない．よってモデル設計・証明が困難という問題は解決できない．

また既存のシステム開発手法との連携技術を活用することで，Event-Bのモデル記述の一部を，既存の記

法で記述できるようになる．しかしこれは，Event-B以外の言語で Event-Bモデルを設計することに相当す

るため，Event-Bモデルの設計・証明が困難という問題は解決できない．

また，モデルの再利用やソースコード自動生成などの技術は，設計・証明後のモデルの活用を支援する技

術である．つまり，モデル設計・証明の作業は支援の対象外であり，設計者が適切にモデルを設計・証明で

きることが前提である．よってこれらの技術でも，モデル設計・証明の難しさを解決できない．以下，適用

事例や関連技術の詳細を示す．

3.1 適用事例

Event-Bでは仕様の正しさを数学的に証明できることから，航空宇宙分野や鉄道分野をはじめとする高い

信頼性が求められるシステム分野で適用が進められている．同種のシステムを証明する際には，これらの

先行事例を参考に Event-Bモデルを記述するのがよい．本節では，Event-Bの代表的な適用事例とその概要

を示す．

文献 [9]では，鉄道の車上装置に対して Event-Bを適用した例を示している．車上装置とは，先行列車へ

の衝突を回避するために列車の速度を制御する装置である．著者らは，実システムの仕様は膨大であり，全

体を俯瞰して設計するのは困難という課題を提起している．そしてその解決には，Event-Bによって仕様全

体を抽象的に記述し，リファインメントによって徐々に詳細化していく手法が有効であると述べている．ま

た文献 [19]では，信号機や転てつ器を制御する連動装置の仕様に Event-Bを適用したことで，安全性に関

する 4件の潜在的な不具合と，多くの暗黙的前提条件を明らかにできたと報告している．

さらに文献 [8]では，無線通信によって鉄道の列車制御を行うCBTC（Communication Based Train Control）

システムに Event-Bを適用した結果を報告している．この事例では，まず対象システム要求定義書を参照す

ることで，仕様が満たすべき要件を抽出している．例えば，列車の衝突を回避することなどが要件として挙

げられる．そしてそれらの要件を，抽象度によっていくつかのクラスに分類し，リファインメントによって

抽象的な要件から徐々に Event-Bモデルに導入している．各リファインメントのステップでは，それらの要

件を証明するために十分な詳細度の仕様を導入している．またこの事例では，制御システムの安全性を証
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明する際には，故障の発生確率をモデルに導入する必要があることを述べている．実際の制御システムに

おいてはハードウェアの故障は不可避であることから，それに起因して安全性要件を違反する場合がある．

よって機能安全規格 [53]などでは，安全性要件ごとにどの程度の発生確率であればその要件の違反を許容

できるかを定義している．本事例では，そのような確率の概念も Event-Bモデルに導入している．まず安

全性要件に対して，許容可能な違反確率の上限値を定義する．同時にハードウェアの故障モードに対して，

その故障発生確率を定義する．そしてあるハードウェア故障が発生した場合，その発生確率が安全性要件の

違反確率よりも低ければ，当該ハードウェア故障に起因する安全性要件の違反を許容する．言い換えると，

あるハードウェアの故障が発生した場合，それよりも高い確率で違反が発生することが許容されている安

全性要件は無視する．このような確率に対する考え方は，他の制御システムに対しても応用性がある．

文献 [16] [17] [18]では，自動車の自動運転システムを対象とする事例を示している．これらの文献におけ

る自動運転システムとは，ドライバーの設定した速度に自動車の速度を維持するシステムである．文献 [17]

では，自動運転システムに対して，文献 [54]にて提案された制御システム向けのモデル記述アプローチを

適用している．上記アプローチでは，まず人や制御対象物など，制御システムの外部環境をモデルに導入す

る．その後，システムが外部環境から情報を取得するイベント，およびシステムが外部環境を制御するイベ

ントを導入する．また文献 [18]では，従来の Event-B言語を拡張した Hybrid Event-Bを自動運転システム

に適用している．Hybrid Event-Bでは，外部環境の連続的な振る舞いを記述するための特殊なイベントを追

加しており，このイベントを使用することで，自動車速度の連続的な変化を表現している．

文献 [20] [21]では，マルチエージェントシステムに対する Event-Bの適用事例を示している．マルチエー

ジェントシステムとは，複数の動作主体（エージェント）の連携によって目的が達成されるシステムを指

す．文献 [20]では，自動掃除システムに対する適用例を示している．自動掃除システムは，複数の掃除ロ

ボットの連携動作によって実現される．掃除ロボットは互いを常時監視しており，あるロボットに障害が発

生した場合は，他のロボットがその役割を受け継ぐ．上記連携動作の結果，最終的に掃除が完了すること

を Event-Bにて証明している．文献 [21]では，別のマルチエージェントシステムとして，病院の緊急呼び

出しシステムを題材にしている．エージェントは患者に取り付けられたセンサ，および医師の所持する携帯

型通信機器であり，一部の機器に通信障害が発生しても，患者の急変は必ず医師に通知されることを証明し

ている．これらの研究では，マルチエージェントシステムに有効なモデル記述アプローチとして，まずシス

テム全体の仕様を抽象的に記述してから，リファインメントによって個々のエージェントの仕様を詳細に記

述していく方法を採用している．

文献 [6]では，ルーターのルーティングアルゴリズムに対してEvent-Bを適用している．ルーターは，ルー

ティング経路を決定するために，その環境に存在するルーターの接続関係を示すネットワークトポロジを

認識する必要がある．このトポロジは動的に変化するため，トポロジ情報は隣接するルーター間の通信に

よってネットワーク全体に伝搬される．本事例では，上記仕様を実現するアルゴリズムが「全てのルーター

はいずれ正しいネットワークトポロジを認識する」という活性要件を満たすことを証明した．上記のような

活性要件は，Event-Bのインバリアントでは記述できない．そのため著者らは，上記活性要件を Event-Bで

記述可能な複数の補題に分割して証明するという方法を提案している．

また近年では，エンタープライズシステムへの適用も試行されている．文献 [11]では，図書館の書籍を

検索・貸出するシステムへの適用事例を紹介している．この事例では，同一のシステムの仕様を題材に「シ
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ステムの振る舞い仕様がデータ仕様と整合するか」，「システムの画面遷移仕様がデータ仕様と整合するか」，

「システムの状態遷移仕様が業務フロー定義と整合するか」という 3種類の異なる性質を証明している．エ

ンタープライズシステムの開発では，画面，ロジック，データという異なる観点について，それぞれ多段階

に渡って異なる詳細度の仕様を設計する．よって，それらの仕様の整合性確保が課題になる場合があり，文

献 [11]はその証明例として有用である．また文献 [22]では，エンタープライズシステムの機能間で送受信

するデータの整合性を証明している．実システムにおけるデータ送受信には時間がかかることから，この

事例では，一定時間が経過するまでの一時的な不整合は許容している．また，実際には通信過程でデータ誤

りが発生する可能性もあり，その場合，誤り訂正のための処理を実行する．よってこの事例では，データの

不整合が発生した場合に，その不整合を修正できることを要件に設定している．このように実システムに

おいてはデータの不整合が許容される例外条件が存在する．そこで文献 [22]では，データ不整合の典型的

な例外条件を，Event-Bで記述するパターンを提案している．このパターンはデータ送受信を行うシステム

に広く適用できる可能性がある．

文献 [10]では，衛星機器のコンポーネント再構成システムを対象としている．このシステムは，衛星機器

の一部に障害が発生した場合に，コンポーネントの構成を変更することで衛星の機能を維持する．文献 [10]

ではこのシステムを Event-Bにてモデル記述したことで，衛星の機能を維持するためのコンポーネント再構

成戦略を得られたと報告している．また，障害の範囲によっては，上記システムを適用しても衛星の機能

を維持できるとは限らない．そこで文献 [10]では，衛星機能の維持という要件が成立する確率を，Event-B

モデルを活用して計算する方法を提案している．このように確率について言及している点は，文献 [8]と類

似する．また文献 [23]は，衛星の軌道制御システムを対象とする適用事例を示している．上記システムは，

取り得る状態の数が膨大のためテストやモデル検査 [55]では検査が困難であったが，Event-Bを適用するこ

とで状態の整合性を証明できたと報告している．文献 [24]でも同じく衛星の軌道制御システムを対象とし

ており，状態数の多いシステムに適したモデル記述方法を提案している．

これらの適用事例と同種のシステムに Event-Bを適用する場合は，その事例を参考にモデルを設計・証明

できる．一方で，そのような先行事例が存在しないシステムについては，そのモデル設計・証明方法は自明

ではない．つまり，これらの適用事例では，モデル設計・証明が困難という問題を解決できない．

3.2 既存のシステム開発手法との連携を目的とした関連技術

Event-Bを実システム開発で活用するためは，現行のシステム開発手法と Event-Bをどのように融合する

かを示す必要がある．本節では，既存のシステム開発手法と Event-Bとの連携に関する研究を示す．

文献 [30]は，FMEA（Failure Mode and Effect Analysis） [56]の分析結果から Event-Bのモデルを得る方

法を提案している．FMEAでは，システムを構成するコンポーネントごとにその故障モードやその影響な

どの項目を記述する．文献 [30]では，それらの項目を Event-Bモデルで記述するためのパターンを提案し

ている．そのパターンを実際の FMEA分析結果に基づいてインスタンス化することで，具体的な Event-B

モデルの記述を得ることができる．

また文献 [31]は，業務プロセスのモデル化記法である BPMN（Business Process Modeling Notation）[57]

の記述結果を，Event-Bモデルに変換する方法を提案している．エンタープライズシステムの目的は，企業
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の業務を支援することである．よってエンタープライズシステムの開発の際には，対象とする業務の流れを

明確化するため，BPMNと呼ばれる記法で業務プロセスを記述する場合がある．BPMNでは，アクティビ

ティと呼ばれる手続きの単位を有効のエッジで接続することにより，業務プロセスを表す．文献 [31]では，

BPMNの記述を Event-Bのモデルに変換する方法を示している．そして別途定義された制約条件が業務プ

ロセス全体で成立することを，Event-B上で証明している．

文献 [25] [26]の著者らは，Event-Bモデルに変換可能な UML [58] に類似した記法を提供している．上記

記法は UML-B と呼ばれ，Rodin platformのプラグインとして実装されている．UML-B では，Event-Bのマ

シンやコンテクストの構成をグラフィカルに定義できる．さらに定義したマシンの仕様を，クラス図や状

態遷移図で記述できる．UML-B で記述した仕様は，Event-Bのモデルに変換できる．UML-B にはリファイ

ンメントの概念も導入されており，上記クラス図および状態遷移図では，Event-Bのリファインメントと同

等の詳細化手続きを実施できる．また文献 [27]では，UML で記述した仕様が安全性要件を満たすことを証

明するため，UML の仕様を UML-B 形式に変換するというアプローチを試行している．変換によって得た

UML-B の記述をさらに Event-Bモデルに変換することで，Event-B上で上記要件を証明している．

このように，既存のシステム開発手法との連携方法が提案されたことで，既存の記法で記述した仕様か

ら，Event-Bのモデル記述を得られるようになった．しかしこれは，Event-B以外の言語で Event-Bモデル

を設計できるようになったに過ぎない．つまり，対象システムに適したモデル設計・証明方法は自明ではな

いという問題は解決されない．

また類似の技術として，文献 [28] [29]は，KAOSゴールモデル [59] [60]あるいはそれを拡張した木構造

の図から，Event-Bモデルを作成する手法を提案している．これらの手法では，KAOSゴールモデルの上位

のゴールに基づいて Event-Bの抽象マシンを作成し，下位のゴールに基づいて具体マシンを作成する．つま

り，上記 KAOSゴールモデルあるいはそれを拡張した木構造の図は，リファインメントによるマシン詳細

化の戦略を表す．よってこれらの手法は，上記リファインメントの戦略を，具体的なモデル記述から分離し

て策定する手段として活用できる．これにより，モデル設計・証明を計画的に進められるようになるため，

手戻りを削減し作業を効率化できるという効果がある．しかし，従来技術では上記分離が不完全で，モデル

設計・証明作業を十分に効率化できていないという課題がある．文献 [28] [29]の示す従来技術とその課題

については，4.2節で再度述べる．

3.3 適用の効率化や付加価値の向上を目的とした関連技術

Event-Bの活用に向けては，適用の費用対効果を向上する必要がある．本節では，Event-B適用の効率化

や付加価値向上を目的とした研究を示す．

3.3.1 モデル再利用

モデルの再利用を目的とした手法およびその支援ツールには，複数の種類がある．文献 [39]では，マシン

の詳細化手続きをパターンとして資産化しておくことで，リファインメントによるマシン詳細化の作業を自

動化する方法を提案している．ここでのパターンとは，抽象マシンと具体マシンのペアを指す．上記抽象マ
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シンと類似するマシン（対象マシンと呼ぶ）が存在する場合，その対象マシンに上記パターンを適用するこ

とで，そのパターンに則る詳細化を行う．支援ツールは，上記パターンと対象マシンの指定を入力として受

け付け，パターンと同様の詳細化手続きを対象マシンに対して自動実行する．この手法により，マシン詳細

化にかかる作業工数を削減できるだけでなく，マシン詳細化の方法を資産化し，再利用できるようになる．

文献 [34]では，Generic Instantiationと呼ばれる手法を示している．Generic Instantiationとは，コンテクス

トにおいて定義したキャリア集合や定数を，別のデータ構造を持つキャリア集合や定数に置き換える手法で

ある．置き換え前後のモデルを，それぞれGenericモデル，Instantiatedモデルと呼ぶ．Genericモデルでは，

キャリア集合や定数のデータ構造を実際よりも抽象的に表現する．データ構造を抽象化することで証明責務

が簡単化され，証明し易くなるという利点がある．そして抽象化したキャリア集合や定数を，実際の（具体的

な）データ構造に置き換えることで，実際の仕様を表す Instantiatedモデルを作成する．Generic Instantiation

の支援ツールは，キャリア集合や定数の置き換え方法を入力として受け付け，その置き換え処理を Generic

モデルにおいて自動実行することで，Instantiatedモデルを生成する．またこの Generic Instantiationには，

置き換え前後のデータ構造に矛盾がなければ，Genericモデルで成立する性質は Instantiatedモデルでも成立

するという特性がある．そのため支援ツールは，置き換え前後のデータ構造に矛盾がないことを表す証明

責務を生成する．この置き換えに関する証明責務を証明することで，Instantiatedモデルの証明を省略でき

る．文献 [32] [33]は，Generic Instantiationを鉄道の列車制御システムに適用した例を示している．列車制

御システムは，列車に関する多数の情報を収集して列車の位置を特定し，その情報に基づいて作成した速

度制御指示を列車に送信する．著者らは，それら多数の情報を含む Event-Bモデルを記述し，安全性要件

（列車は衝突しないこと等）の証明を試みたが，モデルが複雑になり過ぎたため証明が困難であったと報告

している．そこで上記安全性要件を証明するための手段として，Generic Instantiationを活用している．ま

ず，列車の位置を表す抽象的なデータ構造を導入することでモデルを簡略化し，そのモデル上で安全性要件

を証明している．そして，そのモデルに Generic Instantiationを適用し，上記抽象的なデータ構造を実際の

データ構造に置き換えることで，実システムの仕様においても安全性要件が成立することを証明している．

Model Decompositionおよび Shared Event Compositionプラグイン [35] [36] [37] [38]は，Event-Bマシン

の分割と合成を支援する機能を提供している．マシンの分割とは，Event-Bのマシンが含む複数のイベント

をいくつかの集合に分割し，そのイベント集合ごとに新規マシンを作成することを意味する．イベント単

位で分割するだけでなく，ある一つのイベントをアクション単位で複数のマシンに分割することもできる．

また変数についても同様の分割が可能である．Model Decompositionプラグインは，イベントあるいは変数

の分割方法を入力として受け付け，上記新規マシンを自動生成する機能を提供する．マシンの分割は，シ

ステムのコンポーネント化に相当し，分割したマシンごとに独立に詳細化を進められるという利点がある．

一方で，一つのシステムを複数のマシンに分割して詳細化すると，それら複数のマシン間の整合性を証明

できないという問題がある．よって，システム全体の整合性を保証するためには，分割した複数のマシンを

再度一つのマシンに合成する必要がある．Shared Event Compositionプラグインは上記マシンの合成を支援

する機能を提供する．合成対象のマシンやそのイベントの合成方法を入力として受け付け，合成後のマシン

を自動生成する．このように，マシンの分割や合成を支援することで，モデルのコンポーネント化が促進さ

れる．そして，汎用的な部位を積極的にコンポーネント化することで，類似するシステムのモデル設計にお

いて再利用できる可能性がある．
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これらのモデル再利用技術を適用することで，既に記述済みのモデルを，その類似システムのモデル設

計・証明に活用できる．一方で，そのような先行事例が存在しない場合には，これらの技術は適用できな

い．よってこれらのモデル再利用技術では，モデル設計・証明が困難という問題を解決できない．

3.3.2 ソースコード自動生成

次に，Event-Bのモデルからソースコードを自動生成する研究を示す．文献 [45] [46]は，Event-Bのモデ

ルから C，C++，C#および Java言語のソースコードを自動生成するツールを提案している．これらのツー

ルは，Event-Bのイベントを上記プログラミング言語の関数に変換する．ただしこれらの関数の実行順序は，

Event-Bモデルにおけるイベントの記述順と一致するように設定される．Event-Bでは，イベントの実行順

序は定義不要であり，ガード条件を満たす任意のイベントが非決定的に実行される．一方で，プログラミン

グ言語においては実行順序を決定的に定義する必要がある．つまりこれらの手法では，Event-Bにおける実

行順序情報の不足を補うため，イベントの記述順を実行順序として解釈している．

上記実行順序情報を設計者が定義できるように Event-Bを拡張したソースコード自動生成手法・ツールと

して，Tasking Event-B [40] [42] [43] [44]がある．Tasking Event-Bは，Java，Adaおよび C言語のコードを

生成可能である．従来の Event-Bのマシンに加えて，イベントの実行順序を定義可能な Taskingマシンと呼

ばれる形式を導入している．この Taskingマシンにおいてイベントの実行順序を定義すると，その順序どお

りに関数を実行するソースコードが生成される．また文献 [42]は，実システムの開発においては，Event-B

から自動生成したコードを従来手法で開発するコードに結合する場合があることを指摘している．従来手

法で開発するコードは対象システムごとに異なるため，Event-Bからコードを自動生成する方法も，対象シ

ステムに合わせて変更できるとよい．そこで文献 [42]は，従来手法で開発するコード側にタグを埋め込む

ことで，自動生成の方法を制御する方式を提案している．また文献 [43]では，後の 3.3.4節に示す Theory

プラグイン [48] [49]を使って新たなデータ型を定義した場合，そのデータ型に対するコード自動生成規則

が必要になることを指摘している．そしてその解決方法として，上記コード自動生成規則も Theoryプラグ

インにて定義する方式を提案している．

同様に文献 [41]の示すソースコード自動生成方式でも，イベントの実行順序情報を定義できる．特にこ

の方式では，複雑な制御構造を実行順序情報として設計できる．例えば，条件分岐構造やループ構造を入れ

子で記述することができる．また分岐条件やループ条件に，Event-Bモデルで使用している変数や定数を使

用することもできる．さらに文献 [41]では，自動生成されるソースコードの正しさを示す方法を提案してい

る．ソースコードの生成元となる Event-Bモデルは実行順序情報を含まない．そのため，生成元の Event-B

モデルと生成したコードには，その意味においてかい離がある．つまり生成元の Event-Bモデルを証明でき

たとしても，その結果をソースコードの正しさを示す証跡と見なすことは難しい．そこで著者らは，ソー

スコードの生成と同時に，イベントの実行順序情報を含む Event-Bモデルを生成することを提案している．

実行順序情報を含む Event-Bモデルは Scheduledモデルと呼ばれる．この Scheduledモデルを証明すること

によって，Scheduleモデルと同等の意味を持つソースコードの正しさを示せると述べている．またこの方

式を，エレベータ制御システムや列車制御システムに試行適用し，それぞれ 312行，373行の C言語コー

ドを生成したと報告している．このように，Event-Bのモデルからソースコードを自動生成することで，実
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装およびテストの工数を削減できる可能性がある．

これらのソースコード自動生成技術は，設計・証明済みのモデルを活用して Event-B適用の付加価値を向

上することが狙いであり，設計者が適切にモデルを設計し，証明できることが前提となる．よって，モデル

設計・証明が困難という問題は解決できない．

3.3.3 証明支援

Event-Bの適用効率化に向けては，証明責務の証明支援も有効である．Rodin platformは基本機能として

自動証明器を備えているが，証明責務が証明可能であっても，必ずしも全ての証明責務を自動証明できると

は限らない．よって異なるアルゴリズムによる複数の自動証明器を併用することで，自動証明率を向上で

きる可能性がある．例えば文献 [47]の著者らは，SMTソルバ（Satisfiability Modulo Theory Solver）を活用

した自動証明器を提供している．SMTソルバとは，一階論理（First Order Logic）の式を命題として持つ命

題論理式を入力として受け付け，その論理式が充足可能かを判定するツールである．従来の Event-Bの自

動証明器は，「前提 ⊢結論」の形式で表される証明責務に，推論規則を適用することで，同形式の別の記述

に書き換えている．この「前提 ⊢結論」という形式の記述はシーケントと呼ばれ，シーケントに対する推

論規則の適用はシーケント計算と呼ばれる．シーケント計算によって新たに作成されるシーケント数は，1

以上か，あるいは 0の場合もある．シーケント計算を繰り返し適用することで，最終的にシーケント数が 0

になれば，証明責務を証明できたと言える．文献 [47]の著者らは，上記シーケントの否定を論理式に変換

し，SMTソルバの入力として与える方式を提案している．SMTソルバがその論理式は充足不能と判定した

場合，上記シーケントは妥当であり，証明責務を証明できたと言える．このように，従来の自動証明器とは

全く異なるアプローチのツールを併用することにより，証明責務の自動証明率を向上できる可能性がある．

実際に文献 [47]では，SMTソルバによる自動証明器をいくつかの題材に適用した結果，従来の自動証明で

は証明できなかった証明責務の数を約四分の一に削減できたと報告している．

また Event-Bで記述したモデルに，モデル検査 [55]を適用するためのツール [50]も開発されている．上

述のとおり Event-Bでは，証明責務に推論規則を適用することで仕様の正しさを検証する．このように推論

規則を用いた証明方法は，定理証明と呼ばれる．これに対してモデル検査ツール ProBは，Event-Bのモデ

ルから有限状態機械を作成することで，定理証明ではなく，モデル検査による仕様検証手段を提供する．

これらの証明支援技術により，モデルの証明を効率化できる可能性がある．しかし，対象システムの仕様

を適切にモデル設計していなければ，これらの技術を用いても仕様を証明できない場合がある．よってこれ

らの証明支援技術を用いても，モデル設計・証明が困難であるという本質的な問題を解決できない．

3.3.4 その他の関連技術

3.3.2節でも述べたが，Event-Bではイベントの実行順序は未定義であり，ガード条件を満たす任意のイ

ベントが非決定的に実行される．よって，モデルの振る舞いパターンを抜け漏れなく確認するのは困難であ

り，設計者の意図とは異なる振る舞いをする Event-Bモデルを誤って記述してしまう場合がある．Event-B

モデルのアニメーション実行ツール AnimB [51]は，上記のようなモデル記述の誤りを低減する目的で使
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用される．記述した Event-Bのモデルをアニメーション実行することで，その振る舞いが設計者の意図ど

おりかを確認できる．上述した ProBも，Event-Bモデルのアニメーション実行機能を提供している．また

3.2節に示した UML-B でも，状態遷移図で記述したマシンをアニメーション実行できる．さらに B-Motion

Studio [52]は，より視覚的なアニメーション環境を提供している．B-Motion Studioの開発者は，Event-Bモ

デルの設計者が対象システムの仕様を十分に把握できていない場合，記述した Event-Bモデルの振る舞い

を対象システムの専門技術者に確認させる必要があると指摘している．これに対して B-Motion Studioは，

Event-Bのアニメーション実行を画面上の描画アクションに連動させる機能を提供している．描画アクショ

ンを対象システムの専門技術者に確認して貰うことで，Event-Bモデルが対象システムの振る舞いを正しく

表しているかを確認できる．これらの技術も，設計済みのモデルの振る舞いを確認することが狙いであり，

モデルの設計・証明作業は支援対象外である．

ProR [61] [62]は，非形式的な記法による（自然言語による）システム要求仕様を，Rodin platform上で記

述可能にするツールである．ProRは表形式による階層的な仕様記述に対応している．表の各行には仕様を

記述し，記述した仕様間に関連を定義することもできる．ProRにて記述したシステム要求仕様は，Event-B

モデルを記述する際の入力情報になる．そのため ProRでは，自然言語で記述した要求仕様と，その仕様に

基づいて記述した Event-Bモデルとのトレーサビリティ情報を定義できるようになっている．この技術で

も，モデル設計・証明の作業は支援対象外である．

Event-Bの言語は厳密に定義されているが，近年開発された Theoryプラグイン [48] [49]を活用すること

で，モデル記述に使用する言語を設計者が拡張できる．Theoryプラグインを用いることで，従来の Event-B

では使用できない配列などのデータ型を追加できる．またその配列の先頭を取得する関数や，その配列に

特定の値が保持されていることを表す述語など，新たな演算子も追加できる．さらにこれらのデータ型や

演算子に関する新たな公理や，推論規則も追加できる．この技術を活用することで，モデル設計の道具であ

る言語を拡張できるようになる．しかし，その道具の使用方法，即ちモデルの設計方法は，従来どおり設計

者が策定する必要がある．よってこの技術により，設計者は従来よりも容易にモデルを設計できる可能性は

あるが，モデル設計・証明の難しさを本質的に解決するものではない．
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本章では，Event-Bモデルの設計・証明における課題を示す．まず 4.1節にてモデル設計・証明の作業を 2

段階に分割した後，4.2節および 4.3節にてそれらの作業における課題を示す

4.1 モデル設計・証明の作業内容

まずモデル設計・証明の作業内容を明確化する．Event-Bでは，上述のリファインメントを適用すること

で，証明困難な証明責務を別の証明責務に分割できる．2.1.3節で述べたとおり，リファインメントの際に

は模倣条件を満たすように具体マシンを記述する必要がある．しかし，模倣条件を満たすような具体マシン

の記述方法は無数に考えられる．よってモデル設計者は，「どの仕様をどの順序でマシンに導入するか」と

いう具体的な詳細化方法を検討し，策定する必要がある．設計者が策定する上記詳細化方法は，リファイン

メントによる証明問題の分割結果に影響を及ぼす．例えばリファインメントの各ステップにおける仕様の詳

細化度合いを小さくすれば，証明問題も細かく分割される．よって設計者は，分割後の証明問題の証明が簡

単になるように，対象システムの仕様ごとに適切に詳細化方法を策定する必要がある．

対象システムの仕様に適した詳細化方法は，先例がない限り自明ではない．よってその策定には試行錯誤

を伴う．ここで，詳細化方法の策定をマシン記述とともに行うと，詳細化方法を変更する度にマシン記述も

変更する必要がある．よって詳細化方法の変更に伴う手戻りを少なくするためには，まず変更が容易な記法

で詳細化の方針を策定し，その後策定した方針に従って Event-B言語でのマシン記述と証明を進めるという

手順が有効である．つまり，Event-Bモデルの設計・証明作業は，下記作業 (A)(B)の 2段階に分割して進め

るのが効率的である．

【モデル設計・証明の作業】

• 作業 (A) : リファインメント戦略の策定

• 作業 (B) :策定したリファインメント戦略に基づく Event-Bマシンの記述と証明

まず作業 (A)にて，リファインメントステップの総数や，各ステップで導入する仕様などを事前に計画す

る．本論文では，これをリファインメント戦略と呼ぶ．そして，策定したリファインメント戦略に従って，

作業 (B)にて実際にマシンを記述し，証明責務を証明していく．このように，Event-Bマシンを記述・証明

する前にリファインメント戦略を検討することで，リファインメント戦略を変更した際のマシン記述の手戻

りを防止できる．

上述のとおり，リファインメント戦略は対象システムの仕様ごとに設計者が適切に策定する必要がある．

そして，先行事例のあるシステムを除いて，適切なリファインメント戦略は自明ではない．よって (A) リ
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ファインメント戦略の策定は，本質的に設計者の試行錯誤を要する作業である．この (A)リファインメント

戦略の策定を (B)Event-Bマシンの記述・証明と同時に行うと，設計者はリファインメント戦略だけでなく，

マシンの記述・証明方法まで再度検討しながら試行錯誤を繰り返すことになる．さらにその場合，リファ

インメント戦略を変更する度にマシン記述まで変更するため，実施済みの証明が無効化される可能性もあ

る．このように，リファインメント戦略の策定と同時にマシン記述・証明を行うことは，Event-Bの適用効

率を低下させる要因になる．以上の理由から，(A)リファインメント戦略の策定作業は，(B)Event-Bマシン

記述・証明の前に行うことが望ましい．

またリファインメント戦略とは，「どの仕様をどの順序で導入するか」を意味することから，リファイン

メント戦略の策定作業には，仕様の策定作業が含まれる．即ち，リファインメント戦略を策定することで，

リファインメントの結果最終的に記述するマシンを想定できるようになる．2.1.6節では，マシン記述と同

時に仕様を策定する場合もあると述べたが，(A) リファインメント戦略の策定作業を (B)Event-Bマシン記

述・証明の前に行う場合は，必然的にマシン記述の前に仕様を策定することになる．本論文では，モデル設

計・証明作業を上記 (A)(B)の 2段階に分割することを前提とするため，2.1.6節で述べたとおり，仕様を模

索的に策定しながらマシンを記述する方法は対象としない．以降の節では，(A)(B) それぞれの作業を支援

する従来技術を示した上で，それらの課題について述べる．

4.2 (A)リファインメント戦略策定における課題

モデル設計・証明作業のうち，(A)リファインメント戦略策定における課題を示す．(A)は対象システムの

仕様に依存する作業であることから，手法の整備によって支援できる範囲は限られる．しかし上述のとおり，

(A)リファインメント戦略の策定を (B)Event-Bマシンの記述・証明から分離して行うことで，Event-Bの適

用効率を向上できる可能性がある．例えば以下の先行研究では，リファインメント戦略の策定を Event-Bマ

シン記述・証明の前に行う手法を提案している．

文献 [63]は，リファインメント戦略を策定するための様式および手法として，リファインメント計画シー

トを提案している．上記シートでは，リファインメントのステップごとに導入する変数や詳細化するイベン

トを記述する．これにより，リファインメントの戦略を計画し，その全体像を俯瞰できるようになる．また

文献 [64]は，変数や定数の導入順序を指標としたリファインメントの評価基準を提案している．さらに上

記変数や定数の導入はインバリアントの導入に連動することに着目し，考え得るインバリアント導入順序

のうち，最も評価が高くなる順序を自動生成する手法を提案している．これらの手法は，設計者によるリ

ファインメント戦略の策定を支援する手法と位置づけられる．

文献 [28]および [29]は，仕様を表す木構造の図から Event-Bモデルを作成する手法を提案している．文

献 [28]は，KAOSゴールモデル [59] [60]に基づいて Event-Bモデルを記述する手法を示している．同様に

文献 [29]は，仕様の詳細化関係を視覚的に記述するための木構造のモデルを示すとともに，その木構造モ

デルに基づいて Event-Bモデルを記述する手法を示している．これらの手法では，木構造を構成するノー

ドのうち上位のノードを Event-Bの抽象マシンに対応付け，下位のノードを具体マシンに対応付けている．

つまりこれら木構造の図は，各マシンにどの仕様を導入すべきかというリファインメント戦略を表す．よっ

てこれらの手法も，リファインメント戦略の策定手段として活用できる．
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または，リファインメント戦略そのものを提案する先行研究もある．文献 [65]では，制御システムを対

象に，outside-inと呼ばれるモデル記述アプローチを提案している．同時期に，文献 [17] [54]でも同様のア

プローチが提案されている．上記 outside-inアプローチに基づく事例としては，文献 [8] [20] などがある．

outside-inアプローチでは，制御システムの要件がその外部環境の振る舞いとして定義されることに着目し，

まず外部環境をマシンに記述する．そして，制御システムの構成要素を，外部環境の状態を更新するアク

チュエータ，外部環境から情報を受信するセンサ，センサから情報を受け取りアクチュエータに命令を送る

コントローラに分類し，リファインメントにより上記順序に従って段階的にマシンに導入していく．この

outside-inアプローチは，どの仕様をどの順序でマシンに導入していくかという，リファインメントの戦略

の策定指針を規定している．

このように，リファインメント戦略の策定を支援する手法は既に提案されている．しかし，これら既存

手法によるリファインメント戦略の記述は，(B)マシン記述・証明の際に検討すべき事項の一部を含む．マ

シン記述・証明時に検討されるべき事項とは，Event-Bの形式的意味論に関わる検討事項で，具体的には，

Event-B言語による仕様の形式化方法や，その際に満たすべき模倣条件などを指す．つまり既存手法では，

(A)リファインメント戦略の策定作業と (B)マシン記述・証明作業の分離が不完全である．例えば，文献 [63]

にて提案されたリファインメント計画シートには，Event-Bのイベントや変数の名称を記述する．よって，

リファインメント戦略の策定と同時に，Event-B言語による仕様の形式化方法を検討する必要がある．ま

た文献 [28]および [29]に示された木構造の図では，ガードやアクションと類似の意味を持つ言語を用いて

ノードを記述する．よって，木構造の図を記述する作業には，Event-Bマシンの記述方法に関する部分的な

検討が含まれる．このように既存手法では，(A) リファインメント戦略の策定作業を，(B)マシン記述・証

明作業から十分に分離できているとは言えない．

このことは，リファインメント戦略策定の効率を低下させる要因になり得る．そこで本研究では，作業

(A) および (B)を完全に分離可能な手法を提起する．提案手法では，分割戦略木と呼ぶ木構造の図にてリ

ファインメント戦略を記述する．分割戦略木の各ノードには，対象システムの仕様を自然言語で記述する．

これにより設計者は，(B)マシン記述・証明作業から完全に分離して (A)リファインメント戦略を策定でき

る．上記分割戦略木は，他の設計者や顧客など Event-Bに精通していない第三者とリファインメント戦略を

共有し，合意形成する目的にも利用できる．分割戦略木を用いたリファインメント手法の詳細は，第 8章

に示す．

4.3 (B)マシン記述と証明における課題

モデル設計・証明作業のうち，(B)マシン記述・証明における課題を示す．上述のとおり (B)では，(A)で

策定したリファインメント戦略に従ってマシンを記述し，記述したマシンから作成される証明責務を証明す

る．しかし 2.1.4節で述べたように，マシンに矛盾や不備がある場合は，証明不可能な証明責務が作成され

る．よってその場合は，マシンを修正する必要がある．

このマシン修正に着目した研究としては，文献 [66]がある．文献 [66]では，証明責務 INVを証明不可能

になるパターンを分析している．さらに，インバリアントの修正やアクションの修正などのマシン修正が，

INVに対して与える影響を分析している．そして上記パターンごとに，どの修正を行えば，証明不可能な
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INVが証明可能になるかを示している．しかし，文献 [66]では INVの証明のみに注目しており，その他の

種類の証明責務については言及していない．さらに，INVを証明するために実施したマシン修正が，別の証

明責務に影響を及ぼす可能性もある．例えば，INVの証明のためにイベントのガードを修正すると，その

ガードに関する証明責務GRDまで，別の論理式からなる証明責務に更新されてしまう．つまり上記GRD

が証明済みだった場合は，その更新後に再証明が必要になる．即ち証明の手戻りが発生する．さらに上記

GRDを証明するために，再度マシン修正が必要になる可能性もある．つまり証明の手戻りによって，マシ

ン修正が繰り返し発生する可能性がある．マシン修正の繰り返しを含むモデル設計・証明の手続きの流れを

図 4.1に示す．

マシン作成
リファインメント
戦略策定

マシン修正

証明責務を
証明できず

マシン記述・証明
完了

証明責務の
証明成功

証明責務の
証明成功

図 4.1:モデル設計・証明の手続きの流れ

4.1節で述べたとおり，リファインメント戦略の策定には試行錯誤を要する．同様にマシン記述・証明の

作業においても，証明の手戻りによってマシン修正が繰り返し発生する可能性がある．なお上では，マシン

の矛盾や不備が原因でマシンの修正が必要になると述べたが，その他の原因で証明責務を証明できなかっ

た場合も同様にマシンの修正が必要になる．具体的には，2.1.4節に示したとおり，マシンに矛盾や不備は

なく証明責務は証明可能であるが，推論規則を適切に適用できず，証明責務を証明できない場合がある．こ

の場合もマシンの修正が必要であり，証明の手戻りが発生する可能性がある．

このうち，マシンの不備を原因とするマシン修正は，リファインメント戦略を適切に策定した場合でも必

要になる可能性がある．例えば，「成立するはずのインバリアントを明記していない」というケースは，そ

の性質が成立するようにイベントは記述しているが，その性質自体はインバリアントとして明記していな

いことを意味する．これはマシンの記述上の問題であるため，リファインメント戦略まで見直す必要はな

い．一方で，マシンに矛盾がある場合は，仕様の修正とそれに伴うリファインメント戦略の見直しが必要に

なる．また，推論規則の適用が不適切で証明責務を証明できなかった場合も，証明責務をさらに簡単化する

ため，リファインメント戦略を見直す必要がある．

このように，証明責務を証明できなかった場合はその原因に関わらずマシン修正が必要になり，その結

果，証明の手戻りが発生する可能性がある．そしてその影響により，回帰的なマシン修正の繰り返しが発生

する可能性がある．マシン修正の繰り返しの例を，図 4.2に示す．
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リファインメント
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未証明責務PO#1を証明
するためのマシン修正
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図 4.2:マシン修正の繰り返し

図 4.2の例ではまず，マシン作成時に未証明となったある証明責務 PO#1（Proof Obligation #1）を証明す

るため，マシンを修正している．しかしその結果，証明済みの証明責務 PO#2が更新され未証明になってい

る．つまり証明の手戻りが発生している．そこで次に，証明責務 PO#2を証明するためのマシン修正を行う

が，その結果，また別の証明責務 PO#3が未証明になっている．さらに PO#3の証明のためにマシン修正を

行った結果，今度は初めに証明したはずの証明責務 PO#1が更新され，未証明になっている．その後も同様

に，証明の手戻りとマシン修正が繰り返される可能性がある．

このように，証明の手戻りはマシン修正の繰り返しを引き起こすため，マシン記述・証明の効率を低下さ

せる要因になる．しかし文献 [66]を含む既存の研究では，そのことに言及していない．そこで本研究では，

マシン記述・証明作業において発生する上記証明の手戻りを課題として提起する．さらに，証明手戻りを防

止するためのマシン修正手法を提案する．また上では，証明責務を証明できなかった場合はその原因に関わ

らずマシン修正が必要になり，証明の手戻りが発生すると述べたが，いずれの原因でマシン修正を行う場合

でも提案手法は有効である．

以降，4.3.1節にてマシン修正作業の詳細を示し，4.3.2節では，課題として提起した証明手戻りの詳細を

説明する．その後第 5章にて，証明の手戻りを防止するためのマシン修正手法を示す．

4.3.1 未証明責務の証明のためのマシン修正

リファインメントの各ステップでは，記述したマシンから作成される証明責務を証明することで，その

マシンの正しさを示せる．しかしマシンに矛盾や不備がある場合は，証明責務は未証明になる．その場合，
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マシンの修正が必要になる．ここで例として，以下の抽象マシン M0を，リファインメントによって具体マ

シン M1に詳細化する場合を考える．

【抽象マシン M0】

inv1 : 0≤ x

inv2 : x ≤ n

inc =̂ where grd1 : x < n then act1 : x := x+ 1 end

dec=̂ wheregrd1 : 0< x then act1 : x := x− 1 end

xは 0から nの間の値を取る変数であり，イベント incおよび decによって，それぞれ増加，減少する．

この M0にリファインメントを適用することで，以下の M1を作成する．

【具体マシン M1】

inv3 : 0≤ a+ b

inv4 : a+ b ≤ n

inv5 : 0≤ a

inv6 : 0≤ b

inc =̂ where grd1 : a+ b < n then act1 : a := a+ 1 end

dec=̂ where grd1 : 0< a+ b then act1 : b := b− 1 end

mov=̂ where grd1 : 0< a then act1 : a := a− 1, act2 : b := b+ 1 end

M1では変数 aと変数 bの合計にて xを表す．ただし，増加は aに対して行い，減少は bに対して行う．

イベントmovは aに蓄積した値を bに移動する．上記リファインメントの結果，M1では，inc/grd1/GRD，

dec/inv6/INV，および dec/grd1/GRDが未証明になる．この場合，設計者は，未証明責務を満たすように

マシンを修正する必要がある．証明責務はマシン記述に基づいて作成されるため，マシンを修正すると上

記証明責務は別の証明問題に更新される．よって，その更新後の証明責務を証明できるように，マシンを修

正すればよい．そのためにはまず，証明責務がどのように更新されれば証明できるかを分析する．そしてそ

の分析結果に基づいて，マシン修正方法を策定する．

例えば dec/grd1/GRDを証明するためには，「0 < a+ bが成立する場合は 0 < xが成立する」ことを前提

に加えればよい．aと bの合計にて xを表すことから，0 < a+ bが成立すれば 0 < xが成立することは明ら

かである．この性質を明記していないことが，dec/grd1/GRDを証明できない原因である．そこで例えば，

xと aおよび bの関係を表す x = a+ bをインバリアントとして追加する方法が考えられる．または，より

直接的に，以下のインバリアント inv7を追加してもよい．

inv7 : 0< a+ b ⇒ 0 < x

2.1.4節に示したとおり，証明責務GRDは具体マシンのインバリアント Jを前提に含む．よって上記の

ようなインバリアントを具体マシン M1に追加することで，dec/grd1/GRDの前提が更新され証明できるよ

うになる．
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4.3.2 証明の手戻り

上述のとおり証明責務が未証明になった場合は，マシンを修正することでその未証明責務を更新する．し

かしマシンの修正は，上記未証明責務だけでなく，他の証明責務にも影響を及ぼす．

未証明責務を更新するためのマシン修正手続きとしては，インバリアントの修正，ガードの修正，アク

ションの修正が考えられる．ここでの修正とは，変更や新規追加，あるいは削除を意味する．これらの修

正手続きが証明責務に及ぼす影響は，2.3節に示した証明責務の構成から導出できる．例えばアクションの

修正は前後述語 BA2の修正に相当するため，BA2を前提に含む S IM，EQL，および INVを更新する．同

様に，ガードの修正は Hや Htの修正に相当し，同様にインバリアントの修正は Jの修正に相当するため，

それらの記号を含む証明責務をそれぞれ更新する．このようにマシンを修正することで，複数の種類の証

明責務が更新される．

そのため，ある未証明責務の更新を目的にマシンを修正した場合，副作用として，その他の証明済みの証

明責務まで更新する可能性がある．そして証明済みの証明責務を更新した場合，その証明は無効化される

ため，更新後の新たな証明責務を再度証明する必要がある．即ち，証明の手戻りが発生する．さらに，その

証明責務を証明できなかった場合は再度マシンを修正する必要があり，その結果また別の証明済みの証明責

務を更新してしまう可能性もある．このように，全ての証明責務を証明できるまでマシンの修正を繰り返

すことになり，それに伴い証明の手戻りも連鎖的に発生する．このような証明の手戻りとそれに起因するマ

シン修正の繰り返しは，Event-Bモデルの設計・証明効率が低下する要因となる．特に先例のないシステム

の場合，全ての証明責務を証明できるようなマシン記述方法は明らかでないため，証明の手戻りに起因す

る試行錯誤が発生する可能性は高い．

例えば，4.3.1節の例において dec/grd1/GRDの証明のために inv7を追加し，その後 dec/inv6/INVを証

明するためにマシンを修正する場合を考える．dec/inv6/INVの証明のためには，dec実行後にも 0 ≤ bが成

立することを示せばよい．しかし，decは bが 0の場合にも実行可能であり，その実行後は 0 ≤ bは成立し

ない．つまり，イベント decと inv6は矛盾しており，そのことが原因で dec/inv6/INVは証明できない．そ

こで，dec/grd1を以下のとおり修正する．

dec=̂ where grd1 : 0< b then act1 : b := b− 1 end

上記のとおり修正することで，dec/inv6/INVを証明できるようになる．しかし，dec/grd1を修正したことに

より，dec/grd1に関する証明責務である dec/grd1/GRDが更新される．その結果，実施済みの dec/grd1/GRD

の証明は無効化され，更新後の dec/grd1/GRDを再度証明しなければならない．そしてそのためには，

dec/grd1/GRDの証明のために導入した inv7を修正する必要がある．さらに inv7の修正は，別の証明済

みの証明責務に影響を及ぼす可能性がある．このようにマシン修正を行うことで，証明の手戻りが連鎖的

に発生する．

この証明の手戻りを防止するためには，証明済みの証明責務を更新しないようにマシンを修正すればよ

い．しかし上述のとおり，いずれのマシン修正手続きも複数種類の証明責務を更新するため，そのようなマ

シン修正は困難である．特に，証明が進むにつれて証明済みの証明責務が増加するため，それら全ての証明

済みの証明責務を更新しないようにマシンを修正するのは困難である．以上より，未証明責務の証明のため
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のマシン修正によって発生する，証明の手戻りを防止することが課題となる
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第5章 証明の手戻りを防止するマシン修正手法

5.1 アプローチ

前章に示した課題を解決するため，本論文では以下のアプローチに基づくマシン修正手法を提案する．

【アプローチ】

• マシン修正による未証明責務の証明を，証明責務の種類ごとに順序立てて行う．具体的には

GRD，S IM，T HM，INVの順に証明する．

• 未証明責務の証明のために設計者が行うマシン修正に対して，証明済みの証明責務を証明済み

のまま維持するための制約を与える．

• INVの証明のため，INVから逆算して作成したガード（チートガード）を挿入する．

提案するマシン修正手法の概念図を図 5.1に示す．

𝐺𝑅𝐷 𝑆𝐼𝑀 𝐼𝑁𝑉

証明を維持（証明を無効化しない）

証明成功
抽象マシン𝑀𝑟−1

具体マシン𝑀𝑒
𝑟𝑀𝑐

𝑟𝑀𝑏
𝑟𝑀𝑎

𝑟

詳細化関係（リファイン）

修正 修正

𝑇𝐻𝑀

𝑀𝑑
𝑟

修正修正

【凡例】

図 5.1:マシン修正手法の概念図

図 5.1は，第 r ステップのリファインメントにおいて，抽象マシン Mr−1から，具体マシン Mr
eを作成す

る方法を示している．設計者はまず，Mr−1をリファインメントすることで，任意のマシン Mr
aを作成する．

次に，GRDを証明するためにマシンを修正し，具体マシン Mr
bを作成する．GRDは，ガードとインバリア

ントに依存するため，本手法ではこれらの記述を修正対象とする．ただし，証明責務を証明できない原因は

様々考えられるため，その原因を取り除くための具体的なマシン修正方法は，従来どおり設計者が策定する．
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続いて，S IMを証明するためにマシン修正を行い，Mr
cを作成する．S IMは，ガード，アクション，およ

びインバリアントに依存するため，本手法ではこれらの記述を修正対象とする．この時，証明済みのGRD

の証明を証明済みのまま維持しながらマシンを修正できれば，証明の手戻りを防ぐことができる．そこで

本手法では，S IMの証明のためのマシン修正において，証明済みのGRDを維持するために設計者が遵守す

べき制約を定義する．例えば，S IMの証明のため，設計者は Mr
bの標準ガード Hを標準ガード Hupdateに変

更するというマシン修正方法を策定したとする．その場合，証明済みのGRDは以下のGRDupdateに更新さ

れる．

[GRDupdate] A, I , J,Hupdate,Ht,W1 ⊢ G

このGRDupdateの前提には，GRDの前提に含まれていた Hが含まれていない．そのため，GRDを証明でき

ていたとしても，前提に Hを含まないGRDupdateを証明できるとは限らない．そこで本手法では，S IMの

証明のためのマシン修正において，「標準ガード H を Hupdateに変更する場合は，H と同じ論理式からなる

定理ガード Htaddを追加する」という制約を与える．2.1.2節で述べたとおり，定理ガードは仕様としての

意味を持たないため，設計者が上記制約に従って Htaddを追加しても，マシンの表す仕様に変化はない．一

方で，Htaddを追加することでGRDupdateは以下となる．

[GRDupdate] A, I , J,Hupdate,Ht,Htadd,W1 ⊢ G

Htaddは H と同じ論理式であるため，GRDの前提に含まれていた論理式は全てGRDupdateに含まれる．そ

のため，GRDupdateはGRDと同じ証明手続きで証明できる．つまり上記マシン修正を実施しても，証明責

務GRDを証明済みのまま維持できる．ただし定理ガード Htaddを追加したことにより，証明責務 T HMが

追加される．そこで次は，T HMの証明するためのマシン修正を，証明済みのGRDおよび S IMを維持する

制約のもとで行う．

このようにしてGRD，S IMおよび T HMを証明していくと，最終的に未証明責務は INVに集約される．

そこで提案手法では，証明済みのGRD，S IMおよび T HMを維持しつつ INVを証明するため，INVの証

明に必要なガード条件をその INVから逆算して追加する方法を提案する．本論文では，このようにして追

加する標準ガードをチートガード（定義は後述）と呼ぶ．追加するチートガード Hchは，当該イベント実

行後にインバリアント Jが成立するための最弱事前条件 [4] [67]に相当する．つまり，チートガード Hchと

イベントの前後述語 BA2から，イベント実行後のインバリアント J′ を導出できるように Hchを作成する．

このようにして作成したチートガード Hchをイベントに挿入すると，証明責務 INVは以下の INVupdateに

更新される．

[INVupdate] A, I , J,H,Ht,Hch,W2, BA2 ⊢ J′

上述のとおり Hchと BA2から J′ を導出できるため，INVupdateを証明できる．このように，チートガード

を挿入することで，設計者は機械的に INVを証明できる．チートガード挿入の妥当性については，7.2節で

考察する．

以上のとおり提案手法では，マシン修正による未証明責務の証明をその種類ごとに順序立てて行う．ま

た，具体的なマシン修正方法は従来どおり設計者に委ねるが，証明済みの証明責務を更新した場合でも更
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新前と同じ手続きで証明できるように，マシン修正の際に設計者が遵守すべき制約を与える．この制約は，

上で例示した定理ガードのように機械的に記述を追加する手続きを含む．また本章では例示しなかったが，

マシン修正手続きに対する制限も含む．例えば本手法では，T HMの証明のためのマシン修正方法として，

ガードの追加は許可するがガードの変更は許可しない．これらの制約のもとでマシン修正を行うことによ

り未証明責務を INVに集約する．そして，チートガードを挿入することで上記 INVを証明する．

このように提案手法に基づいてマシン修正を行うことで，証明済みの証明責務を維持したまま，未証明責

務を証明できるようになる．つまり，証明の手戻りを防止できる．よって本手法は 4.3.2節で述べた課題に

対して有効な手段と言える．提案手法を適用することで，図 4.2に示したマシン修正の繰り返しは，作成さ

れる証明責務の種類や数から決まる一定回数で収束できるようになる．

マシン作成
リファインメント
戦略策定

マシン修正

証明責務を
証明できず

マシン記述・証明
完了

証明責務の
証明成功

証明責務の
証明成功

𝐺𝑅𝐷を証明するため
のマシン修正

𝑆𝐼𝑀を証明するため
のマシン修正

𝑆𝐼𝑀，𝑇𝐻𝑀，𝐼𝑁𝑉が
未証明になる

𝑇𝐻𝑀，𝐼𝑁𝑉が
未証明になる

𝑇𝐻𝑀を証明するた
めのマシン修正

𝐼𝑁𝑉が未証明になる

𝐼𝑁𝑉を証明するため
のマシン修正

証明完了

図 5.2:提案手法を適用した場合のマシン修正手続き

5.2 提案手法の正当性

提案手法に従うことで証明の手戻りを防止できることを示すため，GRD，S IM，T HM，INVの順に証明

を進めた場合の各証明責務への影響を表 5.1にまとめる．

表 5.1において，"Charged"はマシン修正完了時にその種類の未証明責務が存在する可能性があることを

意味する．"Discharged"は，その種類の証明責務が証明済みになることを意味する．"Kept"は，その種類の

証明責務が更新されても，更新前と同じ証明手続きで証明できるため，証明が維持されることを意味する．

マシン修正開始前の Mr
aにおいては，全ての種類の証明責務が未証明になる可能性がある．そしてマシンを
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表 5.1:証明責務への影響
マシン GRD S IM T HM INV

Mr
a Charged Charged Charged Charged

Mr
b Discharged Charged Charged Charged

Mr
c Kept Discharged Charged Charged

Mr
d Kept Kept Discharged Charged

Mr
e Kept Kept Kept Discharged

Mr
aから Mr

bに修正することで，GRDを証明する．さらに Mr
bを Mr

cに修正することで，GRDの証明を維持

しつつ，S IMを証明する．このように，ある種類の証明責務を証明した後は，その証明を維持しながら別

の証明責務を証明する．よって本手法を適用することで，証明の手戻りを防止できる．

また 5.1節でも述べたとおり，チートガードの挿入によって作成する Mr
eを除いて，具体的なマシン修正

方法は設計者が策定する．設計者は，提案手法の制約のもとでも適切なマシン修正方法を策定することで，

表 5.1の"Discharged"にて指定された種類の証明責務を証明できる．例えば Mr
aにおいては，GRDを証明で

きない原因として，ガードに関するリファインメントが妥当でないこと，即ち具体マシンのガード条件が抽

象マシンのガード条件よりも弱いことが考えられる．これはガードの変更によって修正できる．あるいは，

成立するインバリアントやガードを明記していないこともGRDを証明できない原因になり得る．これは，

インバリアントの追加やガードの変更により修正できる．このようにGRDを証明するためには，GRDの前

提に含まれるガードやインバリアントの論理式を変更または追加すればよい．これに対して提案手法では，

Mr
aを Mr

bに修正する手順において，任意のガードの変更およびインバリアントの追加が可能である．よっ

て本手法の制約のもとでも，設計者はGRDを証明できるようにマシンを修正できる．同様に Mr
bを Mr

cに

修正する手順でも，S IMの前提に含まれる論理式を変更あるいは追加できるように，マシン修正の方法を

定めている．Mr
dへの修正においても同様である．

また提案手法では上述のとおりGRD，S IM，T HM，INVの順序で証明を進めるが，これはチートガード

および定理ガードを用いたアプローチに基づく．本手法では，未証明責務を INVに集約し，チートガード

を挿入することでそれらを証明するため，INVの証明順序は最後になる．またGRDの後に S IMを証明す

る際，上述のとおり定理ガードを追加するため，T HMが追加される．よって T HMは，S IMの後に証明す

る必要がある．残るGRDと S IMの証明順序は入れ替え可能であるが，S IM，GRDの順で証明する場合，

5.3.3節に示す手順を一部変更する必要がある．S IMの証明では，GRDを維持するための定理ガードが不

要になる．代わりにGRDの証明では，証明済みの S IMを維持するための定理ガードが必要になる．また

S IM，GRDの順序の場合でも，GRDの証明において T HMが追加されるため，T HMはGRDの後に証明

する必要がある．以上より，本論文で提案するアプローチを適用する場合，GRD，S IM，T HM，INV，あ

るいは S IM，GRD，T HM，INVの順に証明を進める必要があり，その他の順序には変更できない．

5.3 マシン修正手法の詳細

本論文で提案するマシン修正手法の詳細を示す．
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5.3.1 記号の定義

本手法の説明において使用する記号を定義する．任意の第 r ステップのリファインメントにおいて作成す

る具体マシンを Mr (r ∈ [1 .. k]) とする．具体マシン Mr に対応する抽象マシンは Mr−1である．抽象マシン

Mr−1に含まれる任意のイベントを evtr−1とし，2.1.2節に示した evtと同じ記号を用いて表す．提案手法を

構成する手順 (i) (i ∈ [1 .. 5])では，具体マシン Mr
i−1を修正することで具体マシン Mr

i を作成する．Mr
0は，

手順 (1)にてマシン修正を行う前の具体マシンを表す．具体マシン Mr
i に含まれる任意のイベントを evtri と

し，2.1.3節に示した evtr と同じ記号を用いて表す．また evtr を構成する記号のうち，本手法による修正の

対象となる記号には添字 iを付ける．具体マシン Mr
i に含まれるインバリアントの集合は，Ji(s, c, v,w)と表

す．ここで，任意のインバリアント集合 Jが複数のインバリアント集合 J1,…, Jnの和集合によって構成さ

れることを，J=̂J1, ..., Jnと表記することにする．これらの記号を使用する際，文脈上明らかであればその引

数の表記を省略する．また，手順 (i)実施後に Mr
i から作成される証明責務を，添字 i を用いて表す．例え

ば，手順 (i)実施後の証明責務GRDはGRDi と表す．さらに，証明責務の 2項関係を表す記号"⪰"を以下の

とおり定義する．

定義 1 自然数 n,m(n ≤ m)，および Px1, ...,Pxn ⊢ Cxと表される任意の証明責務 Xと，Py1, ...,Pym ⊢ Cy

と表される任意の証明責務 Yについて，以下の条件が成立する場合に限り X ⪰ Yが成立する．

∀i,∃ j ·i ∈ [1 .. n] ∧ j ∈ [1 ..m] ∧ Pxi = Pyj　　かつ　　Cx= Cy

"X ⪰ Y"は，Xの前提に含まれる任意の論理式は，Yの前提にも含まれることを意味する．そのため Xが

証明済みの場合，"X ⪰ Y"が成立すれば Xと同じ証明手続きによって Yを証明できる．つまり，Xを Yに更

新してもその証明を維持できる．

5.3.2 前提条件

本手法を適用するための前提条件を示す．

【前提条件】

• 設計者は，各リファインメントステップにおいてマシンを記述できる．

• 設計者は，本手法の定義する制約のもとで，指定された未証明責務を証明できるようにマシン

を修正できる．

対象システムの仕様を表すマシン記述は，従来どおり設計者が策定する必要がある．同様に，設計者は本

手法の定義する制約のもとでマシンの修正方法を策定し，指定された未証明責務を証明できることが求め

られる．
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5.3.3 手順

提案するマシン修正手法の手順を示す．本手法では GRD，S IM，T HM，INVの順に証明責務を証明す

る．GRD，S IMおよび T HMを証明する手順では，証明済みの種類の証明責務を維持するためのマシン修

正の制約を定義している．設計者は上記制約に従ってマシン修正を行うことで未証明責務を INVに集約す

る．そしてチートガードを挿入することで上記 INVを証明する．また，T HMと INVを証明する手順の間

には，証明責務 EQLの出現を防止するための手順を追加している．この手順を実施することで EQLの出

現を防止できるため，本手順は EQLを証明するための手続きを含まない．手順 (1)開始前の具体マシン Mr
0

のイベント evtr0は，以下のとおり表せる．

• evtr0 =̂ any q where H0(s, c,w,q), Ht0(s, c,w,q) with W1(s, c,w, p,q,w′), W2(s, c,w,q, v′,w′)

then w:| BA20(s, c,w,q,w′) end

また，同マシンに含まれるインバリアントの集合を J0と表す．Mr
0を記述することで，証明責務GRD0，

S IM0，T HM10および INV0が作成される．後の手順 (2)で追加される T HMと区別するため，Mr
0の時点

で存在する T HMを T HM1とし，手順 (2)で追加される T HMを T HM2とする．

■手順 (1)：GRDの証明

【定義】

任意の標準ガード H1(s, c,w, q)とインバリアント集合 Jadd
1 (s, c, v,w)を定義する．またこれらの記述に対

して以下の条件 1を定義する．

条件 1 以下の証明問題を証明できる．

A, I , J0, J
add
1 ,H1,Ht0,W1 ⊢ G

【マシン修正方法】

設計者は，条件 1を満たす任意の H1および Jadd
1 を作成する．これらの記述を用いて以下のとおりイベ

ント evtr1とインバリアント J1を記述する．

• evtr1 =̂ any q where H1, Ht0 with W1, W2 then w:| BA20 end

• J1 =̂ {J0, Jadd
1 }

【証明責務への影響】

上記マシン修正により，GRD0は以下のGRD1に更新される．

[GRD1] A, I , J1,H1,Ht0,W1 ⊢ G
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ここで，J1=̂{J0, Jadd
1 }であることから，GRD1は以下のとおり書き換えられる．

[GRD1] A, I , J0, J
add
1 ,H1,Ht0,W1 ⊢ G

これは条件 1の証明問題と一致する．つまり，設計者は条件 1が成立するように H1および Jadd
1 を作成する

ことで，GRD1を証明できる．また本手順により S IM0，T HM10および INV0は，以下の S IM1，T HM11

および INV1に更新される．本手順では，これらの証明責務を証明する必要はない．

[S IM1] A, I , J1,H1,Ht0,W1,W2, BA20 ⊢ BA1

[T HM11] A, I , J1,H1 ⊢ Ht0

[INV1] A, I , J1,H1,Ht0,W2, BA20 ⊢ J′1

■手順 (2)：S IMの証明

【定義】

任意の標準ガード H2(s, c,w,q)，インバリアント集合 Jadd
2 (s, c, v,w)，および前後述語 BA22(s, c,w,q,w′)を

定義する．またこれらの記述に対して以下の条件 2を定義する．

条件 2 以下の証明問題を証明できる．

A, I , J1, J
add
2 ,H2,Ht0,H1,W1,W2, BA22 ⊢ BA1

【マシン修正方法】

設計者は，条件 2を満たす任意の H2，BA22および Jadd
2 を作成する．さらに，H1(s, c,w, q)と同一の論理

式からなる定理ガード Htadd
2 (s, c,w,q)を作成する．即ち Htadd

2 = H1が成立する．これらの記述を用いて，以

下のとおりイベント evtr2とインバリアント J2を記述する．

• evtr2 =̂ any q where H2, Ht0, Htadd
2 with W1, W2 then w:| BA22 end

• J2 =̂ {J1, Jadd
2 }

【証明責務への影響】

上記マシン修正により，証明責務 S IM1は以下の S IM2に更新される．

[S IM2] A, I , J2,H2,Ht0,Htadd
2 ,W1,W2, BA22 ⊢ BA1

J2 =̂{J1, Jadd
2 }であることから，S IM2に現れる J2は，J1と Jadd

2 に置き換えられる．また Htadd
2 は H1と同

一の論理式であることから，S IM2に現れる Htadd
2 は H1に置き換えられる．その結果，S IM2は条件 2の証

明問題と一致する．つまり，条件 2が成立するように H2，BA22および Jadd
2 を作成することで，S IM2を証
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明できる．また同時に，証明済みのGRD1は以下のGRD2に更新される．

[GRD2] A, I , J2,H2,Ht0,Htadd
2 ,W1 ⊢ G

S IM2と同様の理由から，GRD2は以下のとおり書き換えられる．

[GRD2] A, I , J1, J
add
2 ,H2,Ht0,H1,W1 ⊢ G

ここでGRD1とGRD2を比較すると，GRD1に含まれる任意の論理式はGRD2の前提にも含まれることが

分かる．さらに結論の論理式 Gも一致するため，定義 1より，GRD1 ⪰ GRD2が成立する．つまり，GRD1

の証明と同じ手続きでGRD2を証明できるため，その証明を維持できる．

また，定理ガード Htadd
2 を導入したことで，以下の証明責務 T HM22が追加される．同時に，T HM11と

INV1は以下のとおり更新される．

[T HM22] A, I , J2,H2,Ht0 ⊢ Htadd
2

[T HM12] A, I , J2,H2 ⊢ Ht0

[INV2] A, I , J2,H2,Ht0,Htadd
2 ,W2, BA22 ⊢ J′2

■手順 (3)：T HMの証明

【定義】

任意の標準ガード Hadd
3 (s, c,w,q)とインバリアント集合 Jadd

3 (s, c, v,w)を定義する．またこれらの記述に

対して以下の条件 3を定義する．

条件 3 以下 2つの証明問題を証明できる．

A, I , J2, J
add
3 ,H2,H

add
3 ,Ht0 ⊢ Htadd

2

A, I , J2, J
add
3 ,H2,H

add
3 ⊢ Ht0

【マシン修正方法】

設計者は，条件 3を満たす任意の Hadd
3 および Jadd

3 を作成する．これらの記述を用いて，以下のとおりイ

ベント evtr3とインバリアント J3を記述する．

• evtr3 =̂ any q where H2, Hadd
3 , Ht0, Htadd

2 with W1, W2 then w:| BA22 end

• J3 =̂ {J2, Jadd
3 }

【証明責務への影響】
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上記マシン修正により証明責務 T HM22および T HM12は，以下のとおり更新される．

[T HM23] A, I , J3,H2,H
add
3 ,Ht0 ⊢ Htadd

2

[T HM13] A, I , J3,H2,H
add
3 ⊢ Ht0

J3=̂{J2, Jadd
3 }であることから，T HM23に現れる J3は，J2および Jadd

3 に置き換えられる．これは条件 3

の証明問題と一致するため，T HM23を証明できる．T HM13についても同様である．また同時に，証明済

みのGRD2および S IM2は以下のとおり更新される．

[GRD3] A, I , J3,H2,H
add
3 ,Ht0,Htadd

2 ,W1 ⊢ G

[S IM3] A, I , J3,H2,H
add
3 ,Ht0,Htadd

2 ,W1,W2, BA22 ⊢ BA1

ここで J3=̂{J2, Jadd
3 }であることから，GRD2に含まれる任意の論理式はGRD3の前提にも含まれる．よって

定義 1よりGRD2 ⪰ GRD3が成立するため，GRDの証明を維持できる．同様に，S IM2 ⪰ S IM3が成立する

ため，S IMの証明も維持できる．また INV2は，以下の INV3に更新される．

[INV3] A, I , J3,H2,H
add
3 ,Ht0,Htadd

2 ,W2, BA22 ⊢ J′3

■手順 (4)：EQLの防止

【定義】

変数集合 wのうち，本リファインメントステップ r で新しく追加された変数集合を wnewとする．即ち，

wnew= w\ vと定義する．さらに wnewのうち，前後述語 BA23によって値が更新されない変数の集合を whold

と定義する．即ち，wholdに関して whold ⊆ wnewおよび whold = whold′ が成立する．whold′ はイベント実行後の

wholdの値を表す．また，任意の変数 xの型を表す集合 Xを，関数 Type= {x 7→ X | x ∈ X}にて取得できる

ものとする．

【マシン修正方法】

whold , ∅であり，かつ r + 1以降の任意のリファインメントステップ r̂(r̂ ∈ [r + 1 .. k]) におけるイベント

evt̂r が，wholdの値を更新する場合，即ち evt̂r において whold , whold′ となる場合，以下の手順を実行する．

まず wholdの要素に対応するパラメータの集合 qadd
4 (q∩ qadd

4 = ∅)を作成する．この qadd
4 を用いて，以下

のガード Hadd
4 を作成する．

Hadd
4 =

∧
x∈qadd

4 ,y∈whold

x ∈ Type(y)

さらに，wholdに対して qadd
4 を代入する前後述語 BA2add

4 を以下のとおり作成する．

BA2add
4 (s, c,whold,qadd

4 ,w
hold′ ) =

∧
x∈qadd

4 ,y
′∈whold′

y′ = x

上記 qadd
4 から，q4 = q∪ qadd

4 を作成する．また BA2add
4 から BA23 ∧ BA2add

4 を作成し，この論理式を新たな
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前後述語 BA24(s, c,w,q4,w′)とする．これらの記述を使って以下のとおりイベント evtr4を記述する．q ⊆ q4

であるため，パラメータに関するWitness述語W1は変更不要である．またインバリアントは変更せず，J3

のままとする．

• evtr4 =̂ any q4 where H2, Hadd
3 , Hadd

4 , Ht0, Htadd
2 with W1, W2 then w:| BA24 end

本手順の狙いは，後のリファインメントステップにおいて，証明責務 EQLの出現を防ぐことにある．EQL

は，変数を新しく導入したリファインメントステップではその変数の値を更新せずに，後のステップにてそ

の変数の値を更新するアクションを導入した場合に追加される．そしてその場合，「当該変数の値を更新す

るアクションによって変数の値が変化しない」ことの証明が求められる．そのため，上記アクションによっ

て変数の値が変化する場合は，証明責務 EQLは証明不可能になる．その場合は，前のリファインメントス

テップに戻ってマシンを修正することになる．そこで，変数の導入とともに，その変数を任意に更新するア

クションを導入しておくことで，EQLの出現を防止できる．本手法では，変数 xに対して，Type(x)を型

としてもつ任意のパラメータを代入するアクションを追加する．ここで追加したアクションは，後のリファ

インメントステップで任意に詳細化できる．

【証明責務への影響】

上記マシン修正により，証明責務GRD3，T HM23および T HM13は以下のとおり更新される．

[GRD4] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,Ht0,Htadd

2 ,W1 ⊢ G

[T HM24] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,Ht0 ⊢ Htadd

2

[T HM14] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ⊢ Ht0

これらの証明責務について，定義 1より，GRD3 ⪰ GRD4，T HM23 ⪰ T HM24，および T HM13 ⪰ T HM14

が成立する．同様に S IM3は以下のとおり更新される．

[S IM4] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,Ht0,Htadd

2 ,W1,W2, BA24 ⊢ BA1

BA24は BA23 ∧ BA2add
4 と一致するため，BA24から BA23および BA2add

4 を導出できる．よって定義 1より，

S IM3 ⪰ S IM4が成立する．以上より，GRD，T HMおよび S IMの証明を維持できる．また INV3は以下の

INV4に更新される．

[INV4] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,Ht0,Htadd

2 ,W2, BA24 ⊢ J′3

■手順 (5)：INVの証明

本手順では説明の簡単化のため，前後述語 BA24による変数 wへの代入は，全て決定的代入であると仮定

する．決定的代入の意味や，上記仮定が成立しない場合の対処法は 7.4節に記載する．

【定義】

イベント evtr4が変数wに代入する値は，s, c,w,q4からなる式にて表せる．そこで，上記式をVal(s, c,w,q4)
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と表記することにする．即ち，BA24(s, c,w,q4,Val(s, c,w,q4))が成立する．さらに，任意の式 Expに現れる

w′ を Val(s, c,w,q4)に置換した式を，Exp[w′/Val] と表記する．

【マシン修正方法】

インバリアント J3に基づいて，以下のとおりガード Hch
5 作成する．

Hch
5 (s, c,w,q4) = J3(s, c, v,w′)[w′/Val]

作成した Hch
5 を用いて以下のとおり evtr5を記述する．インバリアントは変更せず，J3のままとする．

• evtr5 =̂ any q4 where H2, Hadd
3 , Hadd

4 , Hch
5 , Ht0,Htadd

2 with W1, W2 then w:| BA24 end

本手順では，未証明責務 INVを証明するためのチートガード Hch
5 を挿入している．ここで，evtr5から Hch

5

を除いたイベントを ˆevtr5と表すと，チートガードHchは， ˆevtr5の実行後にインバリアント J3(s, c, v,w)が成立

するための最弱事前条件 wp( ˆevtr5, J3(s, c, v,w))から導出できる．wp( ˆevtr5, J3(s, c, v,w))は (H2∧Hadd
3 ∧Hadd

4 ∧

Ht0 ∧ Htadd
2 )⇒ (BA24(s, c,w,q4,w′)⇒ J3(s, c, v,w′))と表せる．wp( ˆevtr5, J3(s, c, v,w))を ˆevtr5のガードとして

追加する場合，その他のガード H2，Hadd
3 ，Hadd

4 ，Ht0および Htadd
2 から，BA24(s, c,w,q4,w′)⇒ J3(s, c, v,w′)

を導出できる．さらに BA24が成立する時の w′の値は Valであるため，BA24(s, c,w,q4,w′)[w′/Val] は真と

なる．よって上記式から J3(s, c, v,w′)[w′/Val]，即ち Hch
5 を導ける．このように，J3が成立するための最弱

事前条件から導出した Hch
5 をガードとして挿入することで，後に示すように証明責務 INVを証明できるよ

うになる．

【証明責務への影響】

上記マシン修正により，証明責務 INV4は以下のとおり更新される．

[INV5] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,H

ch
5 ,Ht0,Htadd

2 ,W2, BA24 ⊢ J′3

ここで，前提に含まれる BA24と Hch
5 に着目する．BA24が成立する場合，w′ = Valであるため，Hch

5 に現

れる Valを w′に置き換えてもその真偽は変わらない．つまり，BA24と Hch
5 から，J3(s, c, v,w′)を導出でき

るため，INV5は以下のとおり書き換えられる．

[INV5] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,H

ch
5 ,Ht0,Htadd

2 ,W2, BA24, J3(s, c, v,w′) ⊢ J′3

2.1.4節に示した INVの定義より，結論の J′3は J3(s, c, v,w′)を表す．このように結論の論理式が前提に含ま

れる場合，その証明責務を証明できることは明白である．よって INV5を証明できる．また，S IM4は以下

の S IM5に更新される．

[S IM5] A, I , J3,H2,H
add
3 ,H

add
4 ,H

ch
5 ,Ht0,Htadd

2 ,W1,W2, BA24 ⊢ BA1

定義 1より S IM4 ⪰ S IM5 が成立するため，S IMの証明を維持できる．他の証明責務についても同様に，

GRD4 ⪰ GRD5，T HM24 ⪰ T HM25および T HM14 ⪰ T HM15が成立する．よって，これらの証明も維持で

きる．
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上記手順では説明の簡単化のため，全ての INV4が未証明の場合の手順を示したが，実際にはその一部の

みが未証明の場合もある．その場合は未証明の INVに対応するインバリアント Jpart
3 ⊂ J3を選別し，以下

のとおり Jpart
3 からチートガード Hch

5 を作成すれば十分である．

Hch
5 (s, c,w, q4) = Jpart

3 (s, c, v,w′)[w′/Val]
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第6章 適用実験

本章では文献 [12]に記載の仕様を題材に，提案手法を適用せずに任意にマシン修正を行い，証明の手戻り

が発生した例を示す．さらに同じ題材に対して，提案手法を適用してマシン修正を行った例を示す．

6.1 題材仕様

文献 [12]の 4章に記載のファイル転送プロトコルを，題材として使用する．本プロトコルでは，送信者

が持つデータ f を n個のブロックに分割し，n回に分けて受信者に送信する．受信者が受信したデータは g

で表す．また，送信者が次に送信するブロックの序数を s(s ∈ [1 .. n+ 1])にて表し，受信者が次に受信する

ブロックの序数を r(r ∈ [1 .. n+ 1])にて表す．sおよび r は，それぞれ送信，受信が完了した際にインクリメ

ントされる．よって s，r ともに，1から n+ 1の値をとる．送信者が s回目に送信したブロックを f (s)，受

信者が r 回目に受信したブロックを g(r)と表す．最新の伝送データは dで表す．また，送信者による連続

送信や受信者による重複受信を回避するため，sおよび r のパリティビットを使用する．sのパリティビッ

トを p，r のパリティビットを qと表す．pおよび qは送信と受信の度に反転する．送信者が送信可能にな

るのは，最新の伝送データ dを受信者が受信し，s = r が成立した時であるため，p = qが送信の条件とな

る．同様に，受信者による受信の条件は，p , qとなる．

また，文献 [12]には明記されていないが，本プロトコルによるデータ転送の目的は「送受信終了時に，受

信者の受信データ gと，送信者の送信データ f が一致する」ことである．そこでこの性質を，仕様が満た

すべき要件として定義する．

6.2 証明の手戻りが発生するマシン修正の例

未証明責務の証明のためのマシン修正により証明の手戻りが生じる例を，上記題材仕様を用いて示す．

■ M0：要件の記述

リファインメントの土台となるマシン M0を与える．まず，本プロトコルが満たすべき要件として，以下

のインバリアント inv0を記述した．

inv0 : r = n+ 1⇒ g = f

さらに送信イベント sendおよび受信イベント receiveを以下のとおり記述した．



44 第 6章 適用実験

receive=̂ where grd1 : r ≤ n then act1 : g := 1 .. r ◁ f , act2 : r := r + 1 end

send=̂ where grd1 : s≤ n then act1 : s := s+ 1 end

シンボル ◁は，その右辺に記述した関数の定義域を，左辺に記述した範囲に制限することを意味する．

inv0の前件である r = n+ 1が成立する場合，receive/act2によって gに 1 .. r ◁ f が代入される．1 .. r ◁ f

は f と一致するため，inv0は成立する．

■ M1：ガードの詳細化

M1では，receiveおよび sendのガードを，次のように詳細化した．

receive=̂ where grd1 : s, r then act1 : g(r) := f (s− 1), act2 : r := r + 1 end

send=̂ where grd1 : s≤ n, grd2 : s= r then act1 : s := s+ 1 end

上記のとおり receive/grd1を，変数 sと r の関係を表す式に詳細化した．これに伴い receive/act1も s

を用いた記述に詳細化した．sendについても同様に，sと r の関係を表す式 send/grd2を追加した．この

時点では，M1はインバリアントを持たない．これらの詳細化により，証明責務 receive/act1/S IMおよび

receive/grd1/GRDが追加され，双方ともに未証明となった．

【マシン修正 1回目】

receive/grd1/GRDの証明のためには， s, r が成立するなら r ≤ nが成立することを示せばよい．sと r

は，それぞれ sendと receiveによって交互に増加されるため，s, r が成立する場合は r ≤ sが成立する．さ

らに，sの値域は 1 .. n+ 1であることから，r < sが成立する場合は r ≤ nが成立する．これらの性質を明

記していないことが receive/grd1/GRDを証明できない原因であるため，上記性質を表す以下の inv1およ

び inv2を追加した．

inv1 : s, r ⇒ r < s

inv2 : r < s⇒ r ≤ n

上記 inv1および inv2を追加したことにより，receive/grd1/GRDを証明できた．また，これらのイン

バリアントを追加したことにより証明責務 receive/inv1/INV，receive/inv2/INV，send/inv1/INV および

send/inv2/INVが新しく追加されたが，全て証明できた．

【マシン修正 2回目】

次に receive/act1/S IMを証明する．receive/act1/S IMの証明のためには，g(r) := f (s− 1)を実行した結

果，g = 1 .. r ◁ f が成立することを示せばよい．そのためには，receiveの実行前に f の 1から r − 1まで

のブロックが gに転送済みで，receiveの実行により g(r)に f (r)が代入されることを示す必要がある．まず

は， f (s− 1)が f (r)であることを示すため，receive/grd1を以下のとおり修正した．
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receive=̂ where grd1 : s= r + 1 then act1 : g(r) := f (s− 1), act2 : r := r + 1 end

次に，以下のインバリアント inv3を導入した．

inv3 : s= r + 1⇒ g = 1 .. r − 1◁ f

上記 inv3は，s= r + 1が成立する場合，即ち receiveの実行前は，gは 1 .. r − 1◁ f と一致することを意

味する．これらのマシン修正を行うことで，receive/act1/S IMを証明できた．

しかし，上記マシン修正により証明済みの証明責務 receive/grd1/GRD，receive/inv1/INV，および

receive/inv2/INVが更新され，再証明が必要になった．このように，未証明責務の証明のためにマシンを修

正することで証明済みの証明責務が更新され，証明の手戻りが発生する．

6.3 提案手法によるマシン修正の例

同じ題材に対して，本論文で提案する手法を適用した結果を示す．

■ M0：要件の記述

6.2節の M0と同様のマシンを M0とした．

■ M1：ガードの詳細化

6.2節の M1と同様のマシンを M1
0 とした．その結果，6.2節に示したとおり，receive/act1/S IMおよび

receive/grd1/GRDが未証明となった．

【マシン修正手順 (1)】

本手順では，条件 1を満たすように，即ち receive/grd1/GRDを証明できるようにマシンを修正する．本

手順では，ガードの変更とインバリアントの追加が可能である．ここでは 6.2節のマシン修正 1回目と同様

の考察に基づき，inv1および inv2を追加した．上記マシン修正の結果を，5.3.3節の手順 (1)の定義で用いた

記号と対応付けると， q = ∅および w = {g, r, s}であり，H1は s, r に対応する．また receiveのアクション

である act1 : g(r) := f (s−1)および act2 : r := r +1に対応する前後述語 BA21は，g′(r) = f (s−1)∧ r ′ = r +1

と表せる．Jadd
1 は，inv1と inv2を要素に持つインバリアント集合を表す．

上記マシン修正により，receive/grd1/GRDを証明できた．しかし同時に，上記 inv1および inv2を導入し

たことで，receive/inv1/INV，receive/inv2/INV，send/inv1/INVおよび send/inv2/INVが追加された．

【マシン修正手順 (2)】

本手順では，条件 2を満たすように，即ち receive/act1/S IMを証明できるようにマシンを修正する．本

手順ではガードの変更とインバリアントの追加，およびアクションの変更が可能である．ここでは，6.2節

と同様の考察に基づき，receive/grd1の変更と，inv3の追加を行った．ただし 6.2節とは異なり，本手順の

制約に従って，変更前のガード s, r を定理ガード thm2 : s, r として追加した．これらの修正を加えた後
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の receiveを以下に示す．

receive=̂ where grd1 : s= r + 1, thm2 : s, r then act1 : g(r) := f (s− 1), act2 : r := r + 1 end

5.3.3節で用いた記号との対応関係は次のとおりである．H2は s= r + 1に対応する．またガード H1から

作成する定理ガード Htadd
2 は thm2 : s, r に対応する．アクションは変更していないため，BA22は BA21と

一致する．また Jadd
2 は inv3に対応する．

これらの修正により receive/act1/S IMを証明できた．また上記修正に伴い receive/grd1/GRD1は

receive/grd1/GRD2に更新されたが，receive/grd1/GRD1 ⪰ receive/grd1/GRD2が成立するため，

receive/grd1/GRD2 は receive/grd1/GRD1 と同様の証明手続きで証明できた．つまり，receive/grd1/GRD

の証明を維持できた．また，inv3の導入に伴い receive/inv3/INV，および send/inv3/INVが追加された．さ

らに 6.2節とは異なり本手順では Htadd
2 を導入したため，receive/thm2/T HMが追加された．

上述のとおり，提案手法はガード s , r を s = r + 1 に変更する場合に，変更前のガード s , r を

Htadd
2 として追加することを手順化している．その結果，s , r から r ≤ nを導出するという証明責務

receive/grd1/GRD1は，s= r + 1と s, r から r ≤ nを導出するという証明責務 receive/grd1/GRD2に更新

されるため，receive/grd1/GRD1 ⪰ receive/grd1/GRD2が成立する．

一方で，6.2節のマシン修正 2回目では Htadd
2 を導入しないため，s, r から r ≤ nを導出するという証明

責務 receive/grd1/GRD1は，s= r + 1から r ≤ nを導出するという別の証明責務に更新される．その結果，

receive/grd1/GRD2を再度証明するという証明の手戻りが発生する．

【マシン修正手順 (3)および (4)】

手順 (2)で追加された receive/thm2/T HMの証明のためには，s= r + 1から s, r を導出する必要がある．

しかし，上記導出は明らかであり，マシンを修正せずに証明できた．よって，手順 (3)は実施不要となった．

また，M1に含まれる変数は全て M0にも含まれることから，手順 (4)も実施不要となった．

【マシン修正手順 (5)】

手順 (1)および (2)で追加された INVに対して証明を実施した結果，send/inv3/INVが未証明となった．そ

こで本手順では send/inv3/INVを証明するため，inv3からチートガード grd3 : s+1 = r +1⇒g = 1.. r −1◁ f

を作成し，sendに追加した．修正後の sendを以下に示す．

send=̂ where grd1 : s≤ n, grd2 : s= r, grd3 : s+ 1 = r + 1⇒ g = 1 .. r − 1◁ f then act1 : s := s+ 1 end

5.3.3節で用いた記号との対応関係は次のとおりである．sendの前後述語 BA24は，s′ = s+ 1と表せる．

同様に，sに代入する値を表す式 Valは，s+ 1と記述できる．よって，inv3に現れる sを s+ 1で置換する

ことにより，チートガード Hch
5 として s+ 1 = r + 1⇒ g = 1 .. r − 1◁ f を作成できる．

send/inv3/INVの証明のためには，sendの実行後にも inv3が成立することを示せばよい．そのためには，

send実行前に，少なくとも s+ 1 = r + 1⇒ g = 1 .. r − 1◁ f が成立することを示す必要がある．この性質を

明記していないことが，send/inv3/INVを証明できない原因である．そこで提案手法では，上記性質を表す

ガードをチートガードとして追加することを手順化している．

本手順に従ってチートガード grd3を導入したことで，send/inv3/INVを証明できた．以上の手続きによ
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り全ての証明責務を証明できたため，次のリファインメントステップに移行した．

■ M2：伝送データ dの導入

M2
0 では，伝送データ dを導入し，以下のとおりイベントを記述した．

receive=̂ where grd1 : s= r + 1 then act1 : g(r) := d, act2 : r := r + 1 end

send=̂ where grd1 : s≤ n, grd2 : s= r then act1 : s := s+ 1, act2 : d := f (s) end

上記記述の結果，send/grd3/GRDおよび receive/act1/S IMが追加され，双方とも未証明となった．そこ

でマシン修正手順 (1)では，send/grd3/GRDを証明できるようにマシンを修正した．send/grd3/GRDの証

明のためには，M2の sendのガードが成立する場合，M1の send/grd3が成立することを示せばよい．そこ

で以下のインバリアント inv4を，Jadd
1 として導入した．

inv4 : s= r ⇒ g = 1 .. r − 1◁ f

上記 inv4を導入した結果，send/grd3/GRDを証明できた．また inv4の導入に伴い，receive/inv4/INVお

よび send/inv4/INVが追加された．次のマシン修正手順 (2)では，receive/act1/S IMを証明できるようにマ

シンを修正する．receive/act1/S IMを証明するためには，M2における receive/act1の実行結果が，M1に

おける receive/act1の実行結果と一致することを示せばよい．そこで以下のインバリアント inv5を，Jadd
2 と

して導入した．

inv5 : s= r + 1⇒ d = f (r)

上記 inv5を導入した結果，receive/act1/S IMを証明できた．inv5の導入に伴い send/grd3/GRDが更新

されたが，send/grd3/GRD1 ⪰ send/grd3/GRD2であることからその証明を維持できた．また inv5を導入し

たことで，receive/inv5/INVおよび send/inv5/INVが追加された．

手順 (3)では証明責務 T HMを証明するが，M2
3 は T HMを含まないため，手順 (3)は実施不要となった．

また，M2では新たな変数 dを導入したが，sendは既に dの値を更新するアクション send/act2を含んでい

た．一方 receiveは，本ステップでは dの値を更新しないが，後のステップでも dの値を更新するアクショ

ンを追加することはない．以上の理由から手順 (4)も実施不要となった．さらに手順 (4)の完了時点で上述

した全ての INVを証明できたため，手順 (5)も実施不要となった．よって，次のリファインメントステップ

に移行した．

■ M3：パリティビットの導入

M3
0では，イベント sendおよび receiveをパリティビットを使った記述に詳細化する．まずパリティビッ

ト pおよび qを以下のとおり定義した．
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inv6 : p ∈ {0,1}

inv7 : q ∈ {0,1}

inv8 : p = parity(s)

inv9 : q = parity(r)

inv6および inv7は，pと qがそれぞれ 0あるいは 1を保持することを定義している．inv8および inv9に

現れる parityは，sおよび r のパリティビットを計算するための関数で 0あるいは 1を返す．関数 parityは，

コンテクストにおいて以下のとおり定義した．

axm1 : parity ∈ N→ {0,1}

axm2 : parity(0) = 0

axm3 : ∀x·x ∈ N⇒ parity(x+ 1) = 1− parity(x)

axm1は parityが自然数（0を含む）を引数として受け付け，0または 1を返す関数であることを定義し

ている．さらに axm2は，0を引数として受け付けた場合は，0を返すことを示している．axm3は，parity

の引数をインクリメントすると，その戻り値は反転することを定義している．例えば parity(s)が 0を返す

場合，parity(s+1)は 1を返す．上記のとおり定義したパリティビット pおよび qを用いて，イベント send

および receiveを以下のように詳細化した．

receive=̂ where grd1 : p , q then act1 : g(r) := d, act2 : r := r + 1, act3 : q := 1− q end

send=̂ where grd1 : s, n+ 1, grd2 : p = q then act1 : s := s+ 1, act2 : d := f (s), act3 : p := 1− p end

このように sendおよび receiveを記述した結果，receive/inv7/INV，receive/inv9/INV，send/inv6/INV，

send/inv8/INV）と，receive/grd1/GRD，send/grd1/GRD，send/grd2/GRDが作成された．このうち

receive/grd1/GRDおよび send/grd2/GRDが未証明になった．receive/grd1/GRDの証明のためには，M3

の receiveに含まれるガードが成立する場合，M2 の receive/grd1が成立することを示せばよい．同様に

send/grd2/GRDの証明のためには，M3の sendに含まれるガードが成立する場合，M2の send/grd2が成

立することを示せばよい．そこでマシン修正手順 (1)では，以下のインバリアント inv10および inv11を，

Jadd
1 として追加した．

inv10 : p , q⇒ s= r + 1

inv11 : p = q⇒ s= r

inv10および inv11を追加したことで，receive/grd1/GRDおよび send/grd2/GRDを証明できた．また上記

inv10および inv11の追加に伴い，新たな証明責務 receive/inv10/INV，receive/inv11/INV，send/inv10/INV

および send/inv11/INVが追加されたが，これらの証明責務は全て証明できた．よってマシン修正手順 (2)

～(5)はスキップした．本リファインメントステップ 3にて，6.1節に定義した仕様を全て表すマシンを記

述・証明できたため，リファインメントを終了した．以上より，対象のファイル転送プロトコルを Event-B

にて記述し，要件を満たすことを証明できた．
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7.1 評価

6.3節の適用例では，証明済みの証明責務の再証明，即ち証明の手戻りを発生させることなくモデルの記

述を完了できた．よって，提案手法にて課題を解決できる例を示せた．6.3節のモデルから作成された証明

責務GRD，S IM，T HMおよび INVの数を表 7.1に示す．

表 7.1:証明責務数
マシン 証明責務数

GRD S IM T HM INV その他 合計

M0 0 0 0 8 0 8

M1 1 1 1 9 1 13

M2 1 1 0 6 3 11

M3 3 0 0 14 2 19

合計 5 2 1 37 6 51

提案手法では，未証明責務を INVに集約するため，その他の種類に比べて INVの数が多くなる傾向が

見られる．また，本論文ではリファインメントに関わる証明責務のみを取り上げたが，表 7.1の"その他"の

項目に見られるように，その他にも証明責務は存在する．その他も証明責務も考慮に入れた手法の拡張は，

今後の課題である．

次に，提案手法の有効性を評価するため，提案手法を適用せずにマシン修正を行った場合との比較を行

う．提案手法を適用しない場合，マシン修正の方法は無数に考えられる．今回は，無作為に試行した 2通り

の例を用いる．提案手法の狙いは，マシン修正により発生する証明手戻りを防止することで，証明の回数を

削減することである．そのため，提案手法を適用した場合と適用しなかった場合について，証明手戻りの回

数と，証明の延べ回数を評価する．評価対象の証明責務は，本論文で扱った証明責務 GRD，S IM，T HM

および INVとする．証明手戻りの回数，および証明の延べ回数を計測した結果を表 7.2に示す．

表 7.2:証明手戻りの回数
マシン 証明責務数

Case#1 Case#2 Case#3

M0 0/8 0/8 0/8

M1 0/12 14/25 3/11

M2 0/8 0/4 0/4

M3 0/17 0/17 0/17

合計 0/45 14/54 3/40
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表 7.2の Case#1は，6.3節に示した適用例に対応する．Case#2および Case#3は，提案手法を適用しな

かった 2通りの例に対応する．このうち Case#2は，6.2節に示した例に対応する．表 7.2では，各マシンで

発生した証明手戻りの回数を分子に記載し，証明手戻りを含む証明の延べ回数を分母に記載している．証

明手戻りの回数は，マシン修正によって証明が無効化された証明責務の数に相当する．証明の延べ回数は，

各マシンで作成された証明責務の数に上記証明手戻りの回数を加えた数に相当する．

表 7.2より，提案手法を適用することによって，提案手法を適用しなかった場合に発生する証明手戻りを

防止できることが分かる．Case#2の例では，M1において 14回の証明手戻りが発生した．このうち 3回は，

6.2節で述べたとおり，receive/act1/S IMの証明のために receive/grd1を変更し inv3を追加したことで発生

した．残りの 11回は，inv3に伴って追加された send/inv3/INVを証明するため，inv3を変更したことで発

生した．M2および M3では，提案手法を適用した場合と同様にインバリアントを追加するだけで全ての未

証明責務を証明できたため，証明の手戻りは発生しなかった．このように，提案手法によって証明の手戻り

を防止することで，無効化された証明責務を再度証明する工数や，未証明となった証明責務を証明するため

のマシン修正方法を検討する工数の追加を回避できる．

また 6.2節で述べたとおり，Case#2で M1を作成する際には，まず receive/grd1/GRDを証明し，その後

receive/act1/S IMを証明した．この手順を変更し，receive/act1/S IMの後に receive/grd1/GRDを証明した

場合の結果をCase#3に示している．Case#3では証明の手戻りは発生したものの，証明の延べ回数はCase#1

よりも少なかった．Case#1では，M1においてチートガードを挿入することで send/inv3/INVを証明した

ため，M2において send/grd3/GRDが追加された．その結果，M2における証明の延べ回数は，Case#2や

Case#3よりも多くなった．また Case#2では，M1において，大部分の証明責務を証明した後にインバリア

ントを変更したため，多くの証明手戻りが発生した．一方 Case#3では，証明責務の証明が進む前に証明手

戻りの原因となるガード変更およびインバリアント変更を行ったため，証明手戻りは 3回しか発生しなかっ

た．つまり Case#1の証明延べ回数が Case#3よりも多い理由は，Case#1でチートガードの挿入により発生

した証明の回数が，Case#3において発生した証明手戻りの回数よりも多かったことにある．このように，提

案手法を適用せずとも，結果的に少ない証明回数で済む場合もある．

上記評価結果の示すとおり，証明の延べ回数はマシン修正によって追加される証明責務の数にも依存す

る．そのため，提案手法を適用することで証明の手戻りは防止できるが，マシン修正の方法によっては，結

果的に多数の証明が必要になる場合もある．逆に提案手法を適用せずとも，結果的に証明の延べ回数が少な

くなる場合もある．つまり提案手法を適用した場合でも，証明の延べ回数が最小になるようにマシン修正

を行えるとは限らない．Case#3はそのことを示す一例と言える．一方で Case#2のように，提案手法を適用

しなかったことで多数の証明手戻りが発生し，証明の延べ回数が増加する場合もある．このように，証明の

回数は，設計者が決定するマシン修正方法に依存するため予測不能である．よって実際にマシンを記述し，

全ての証明責務を証明するまで，証明の延べ回数を見通すことは困難である．即ち，Case#2のように多数

の証明手戻りが発生するマシン修正方法を事前に見抜き，回避することは困難である．よって，提案手法を

適用することで Case#2のように多数の証明手戻りが発生する可能性を除去するという戦略は，実用上有効

と考えられる．提案手法の有用性については，7.5節でさらに詳細に考察する．

Case#2や Case#3を例に述べたとおり，Event-Bモデルの設計・証明において発生する証明責務の証明回

数は，証明手戻りの有無だけでなく，設計者が決定するマシン修正方法にも依存する．さらに証明責務の証
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明にかかる工数は，使用する自動証明器や設計者の対話証明スキルに依存する．このように，一般的にモデ

ルの設計・証明にかかる工数は，設計者の判断やスキル，使用する自動証明器など多くの要素に依存する．

そのため既存の研究 [17] [28] [29] [54] [63] [65] [66]においても，作業工数などによる明確な評価は行われ

ていない．本論文で提案する手法を工数削減の観点で評価する方法については，今後検討する．

7.2 チートガード挿入の妥当性

手順 (5)におけるチートガード挿入の妥当性について，仕様表現としての妥当性と，イベントの実行条件

としての妥当性の観点で考察する．チートガードはインバリアントから機械的に作成するため，仕様表現

としては適切ではない．そのため設計者は，後のリファインメントステップにおいて，チートガードを仕様

表現として適切な別のガードに変更する必要がある．

一方で，チートガードはイベントの実行条件としては妥当である．上述のとおり，チートガードは，対象

のインバリアントの成立に必要な最弱のガード条件である．つまり，対象のインバリアントが当該マシンに

て成立するはずの妥当な性質であれば，その成立に必要なチートガードも当該イベントの実行条件として

妥当と言える．さらにチートガードは，当該イベントの妥当な実行条件のうち最弱の条件であることから，

後のリファインメントステップにおいて，実行条件として妥当な任意のガードに強化できる．ここで言う

ガードの強化とは，リファインメントによってイベントのガードをより強い条件に変更することを意味す

る．つまり，対象のインバリアントが妥当であれば，チートガードは実行条件として妥当であり，さらに後

のリファインメントによって仕様表現としても適切なガードに強化できる．

逆に対象のインバリアントが妥当でない場合，即ちインバリアントがイベントと矛盾する場合は，チー

トガードも当該イベントの実行条件として妥当ではない．さらに，チートガードを導入することによって，

上記矛盾の検出が遅れるという欠点がある．従来，インバリアントとイベントの矛盾は，証明責務 INVが

証明不可能であることから検出できる．しかしチートガードを挿入すると，証明不可能であるはずの上記

INVを強制的に証明することになるため，矛盾を検知できなくなる．その場合は INVではなく，GRDに着

目することで上記矛盾を検知する．上述のとおりチートガードは仕様表現として適切ではないため，後の

リファインメントステップにおいて仕様表現として適切な別のガードに変更する必要がある．この変更後

のガードを仕様ガードと呼ぶことにする．インバリアントがイベントと矛盾する場合，チートガードを仕

様ガードに変更した際に追加されるGRDが証明不可能になる．よってそのことから，上記矛盾を検出でき

る．このように，インバリアントがイベントと矛盾する場合にチートガードを挿入すると，当該ステップで

はその矛盾を検出できないという欠点がある．そのため設計者は，チートガードを挿入する前に，対象のイ

ンバリアントの妥当性を十分に確認する必要がある．

7.3 前提条件の妥当性

本節では，5.3.2節に定義した前提条件の妥当性について考察する．本手法では，設計者はマシンを記述で

きることを前提条件とした．Event-Bでは，対象システムの仕様をマシンにて表現する．よって，設計者が

マシン記述を策定できることは，設計者が仕様を策定できることと等しく，前提条件として妥当と考える．
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さらに本手法では，設計者は本手法の制約のもとで，指定された未証明責務を証明できるようにマシンを

修正できることを前提条件とした．4.3.1節に示したとおり，設計者には一般的に，証明責務を証明できな

かった原因を分析し，その修正のためのマシン修正方法を策定するスキルが求められる．また 5.2節で述べ

たとおり，本手法の制約のもとでも適切にマシンを修正することで，指定された種類の未証明責務を証明で

きる．よって上記スキルを持つ設計者であれば，本手法の制約のもとでも指定された未証明責務を証明でき

るようにマシンを修正できるため，上記前提条件は妥当と考える．

7.4 代入アクションに関する仮定の妥当性

5.3.3節の手順 (5)では説明の簡単化のため，前後述語 BA24による変数 wへの代入アクションは，全て

決定的代入であると仮定した．本節では，非決定的代入および決定的代入の意味や，非決定的代入アクショ

ンを同等の決定的代入アクションに変換する方法などを示す．

7.4.1 非決定的代入アクションと決定的代入アクション

非決定的代入アクションとは，当該変数に代入する値が一意に定まらない代入アクションを指す．逆に，

一意の値を代入する代入アクションを，決定的代入アクションと呼ぶ．非決定的代入アクションを以下のと

おり定義する．

定義 2 任意の前後述語 BA(s, c,w,q,w′)が以下の条件を満たすときに限り，BAによる変数集合 wへの

代入アクションは非決定的代入アクションである．

∃x,∃y·BA(s, c,w,q, x) ∧ BA(s, c,w,q, y) ∧ x , y

決定的代入アクションは，上記論理式の否定をとることで同様に定義できる．

7.4.2 非決定的代入アクションから決定的代入アクションへの変換方法

あるイベントにおいて，非決定的代入の対象となる任意の変数集合wnodと，その前後述語BA2nod(s, c,wnod, q,wnod′ )

が定義されているものとする．その場合，wnodの要素に対応する任意のパラメータの集合 qadd(q∩ qadd = ∅)

を作成し．この qaddを用いて，以下の前後述語 BA2prmを作成する．

BA2prm(s, c,wnod,qadd,wnod′ ) =
∧

x∈qadd,y′∈wnod′

y′ = x

BA2prmは，wnodに対して，パラメータ qaddの値を一意に代入する．このようにして作成した BA2prmを

BA2nodと置き換え，wnodに対する前後述語とする．さらに，以下のとおり BA2nodに現れる wnod′ を qaddに



7.5. 提案手法の有用性 53

置換することで，ガード Hprmを作成する．

Hprm(s, c,wnod,q ∪ qadd) = BA2nod(s, c,wnod,q,wnod′ )[wnod′/qadd]

Hprmは，wnodにパラメータ qaddを代入した場合に，BA2nodが成立するための条件を表す．上記 Hprmを当

該イベントのガードとして加えることで，BA2nodと同等の決定的代入を作成できる．

7.4.3 変換の必要性

非決定的代入から決定的代入への変換の必要性について述べる．上記変換を行わずに手順 (5)において

チートガードを挿入し，その後の（r +1以降の）リファインメントステップにおいて，上記wnodへの非決定

的代入アクションを決定的代入アクションに詳細化する場合を考える．非決定的代入を対象に手順 (5)を実

施すると，挿入されるチートガードは，「当該インバリアントが成立するために，変数 wnodに対して代入さ

れ得る"全ての値"が満たすべき条件」に相当する．しかし，当該アクションは後のリファインメントステッ

プにおいて決定的代入に詳細化されるため，チートガードとして挿入するべき最弱事前条件は，「当該イン

バリアントが成立するために，変数 wnodに対して代入され得る値のうち"いずれか一つの値"が満たすべき

条件」となるべきである．つまり，後に決定的代入に詳細化される予定の非決定的代入アクションに対して

チートガードを作成すると，最弱事前条件よりも条件の強いガードが作成されてしまう．以上の理由から，

本手法では，後のステップにて非決定的代入アクションが決定的代入アクションに詳細化される可能性を考

慮して，決定的代入に置き換えた後のイベントに対してチートガードを挿入する．またこのようにして作

成した決定的代入アクションは，Witness述語を用いることで任意に非決定的代入アクションに戻せる．

7.5 提案手法の有用性

本手法は，ある特定のシステムの特徴に基づくものではない．また本手法はマシン記述に関する制約を与

えるのみで，具体的なマシン記述は設計者が策定する．以上の理由から本手法の適用対象は，特定のシステ

ムに限定されない．

またマシン記述の結果，複数の証明責務が未証明になった場合，経験の浅い設計者ではどの未証明責務に

着目し，どのマシン記述を修正すればよいか判断できない可能性がある．これに対して本手法は，設計者が

マシン修正によって証明すべき未証明責務をその種類ごとに順序付けている．さらに各種類の証明責務を

証明する手順では，設計者によるマシン修正の方法を制限している．そのため本手法は，経験の浅い設計者

に対してマシン修正の方針を示す，ガイドラインとしても有用と考える．

また，7.1節で述べたとおり，本手法に従った場合でも，証明回数が最小になるような方法でマシンを修

正できるとは限らない．ただし発生する証明回数を事前に見通すことは困難であることから，提案手法は，

偶然に頼らずに（証明責務の数や種類から決まる）一定回数のマシン修正で証明を完了できる点において

有効と考える．図 7.1に，本手法に従った場合のマシン修正のイメージ図を示す．

図 7.1では，本手法に従うことでマシン修正の範囲が制限され，その範囲内でマシン修正を進めることで
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マシン修正

未証明責務のある
マシン

提案手法のもとで可
能なマシン修正範囲

採用した
マシン修正

未証明責務のない
マシン（証明完了）

抽象マシン𝑀𝑟−1

具体マシン𝑀𝑟

提案手法の示す範囲内
でマシン修正を行えば，
有限回で に到達可

より少ない証明回数で証明
完了できる可能性もあるが，
事前に見通し不可

証明3回

証明1回

証明1回

証明1回

証明3回

証明2回

【凡例】

リファイン

図 7.1:本手法によるマシン修正のイメージ

証明を完了できることを示している．一方で，マシン修正の範囲が制限されることにより，仕様詳細度や仕

様表現などの観点で望ましいマシンを記述できない場合がある．つまり本手法は，「証明責務を証明できる

任意の」マシンを得るための手法と言える．言い換えると，本手法は証明責務の証明のみを目的としてお

り，仕様表現や詳細度の観点で適切なマシンを得ることは目的としていない．例えば THMの証明にはアク

ションの修正は不要であるため，手順 (3)ではアクションの修正を許可していない．また手順 (3)ではガー

ドの追加は可能だが，証明済みのGRDおよび S IMを維持できるように，既存のガードの修正は許可して

いない．同様に手順 (5)では，仕様表現としては不適切なチートガードを挿入している．仮に本手法の制約

に反してマシンを修正した場合は，その修正によって未証明になった証明責務を証明するため，前の手順に

戻る必要がある．例えば手順 (3)にてアクションを変更し SIMが未証明になった場合は，手順 (2)に戻るこ

とになる．

このことを考慮すると，本手法は特に，策定済みの仕様を証明する場合に有効である．策定済みの仕様

の証明が目的の場合は，リファインメントで最終的に記述するマシンが，その策定済みの仕様を表すよう

にモデルを設計する．つまり，途中のリファインメントステップで作成するマシンの仕様表現や詳細度は，

任意で構わない．一方で，仕様を策定しながらマシンを記述する場合は，各ステップで記述するマシンに対

しても，仕様表現や詳細度の観点で一定の整然さが求められる可能性が高い．以上より本手法は，策定済み

の仕様を証明する場合に特に有用と考えられる．ちなみに 4.1節でも述べたとおり，リファインメント戦略

の策定を事前に行う場合は仕様も事前に策定することになる．よって 4.1節に示した手順でモデル設計・証

明を行う場合は，本手法に適した状況になる．

ここでさらに，証明手戻りの回数とマシン規模の関係性について考察する．上述のとおり，証明手戻りの

回数は，マシン修正によって証明が無効化された証明済み証明責務の数に相当する．よって証明手戻りの最

大数は，マシン修正によって更新される証明責務の最大数と一致する．ここで，抽象マシンに含まれるイベ
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ント数を eaとし，その 1つのイベントに含まれる標準ガードの数を ga，アクションの数を aaとする．ま

た具体マシンに含まれるイベント数を ecとし，その 1つのイベントに含まれる定理ガードの数を htcとす

る．さらに具体マシンに含まれるインバリアントの数を icとする．具体マシンにおいて，インバリアント，

ガードおよびアクションを変更した場合に更新される証明責務の最大数を表 7.3に示す．

表 7.3:更新される証明責務の最大数
変更対象 証明責務数

S IM GRD INV T HM

インバリアント aa × ea ga × ea ic × ec htc × ec

ガード aa ga ic htc

アクション aa 0 ic 0

2.1.4節に示したとおり，インバリアントは証明責務 S IM，GRD，INVおよび T HMの前提に含まれる．

よってインバリアントを変更した場合，これらの証明責務が更新される．インバリアントの変更によって更

新される S IMの最大数は，抽象マシンにおけるアクションの総数 aa × eaである．同様に，GRDの最大数

は抽象マシンにおける標準ガードの総数 ga × ea，T HMの最大数は具体マシンの定理ガードの総数 htc × ec

となる．INVは一つのインバリアントに対してイベントごとに作成されるため，INVの最大数は具体マシ

ンのインバリアントとイベントの組合せ数 ic × ecとなる．ガードおよびアクションを変更する場合につい

ても，同様の考え方で導出できる．そしてこれらの証明責務が証明済みだった場合に，証明手戻りが発生す

る．従って，提案手法を適用しない場合に発生する証明手戻りの回数はマシン規模に依存する．以上より，

マシン規模の増大に伴って提案手法の有効性は向上すると考えられる．
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4.2節に示したとおり，リファインメント戦略の策定作業を支援する手法が提案されている．これらの手法

は，Event-B言語によるマシン記述・証明の前に，リファインメント戦略を策定する手段を提供する．しか

し，これらの既存手法におけるリファインメント戦略の記述は，マシン記述・証明時に検討すべき事項の一

部を含む．このように既存手法では，4.1節に示した作業 (A) および (B)の分離が不完全であり，そのこと

がリファインメント戦略策定の難易度を高めていると考えられる．また作業 (A) と (B)の分離が不完全の

場合，リファインメント戦略を変更する度に，作業 (B)にも手戻りが発生する．これらの理由により，作業

(A) と (B)の分離が不完全であることは，Event-Bの適用効率を低下させる要因になると考えられる．そこ

で本研究では，作業 (A) および (B)を完全に分離する手法を提起する．

まず 8.1節にて，リファインメント全体を通じて検討が必要な項目を挙げる．そして，それらの検討項目

のうち，作業 (A)および作業 (B)で検討すべき項目をそれぞれ定義する．続けて，上記分離を実現するため

の改善アプローチを 8.3節に示す．さらにそのアプローチに基づく手法の詳細を 8.4節に示す．

8.1 リファインメントにおける検討項目

リファインメントを適用する場合，4.1節で述べたとおり，どの仕様をどの順序でマシンに導入するかと

いうリファインメント戦略を策定する必要がある．その際同時に，抽象マシンが具体マシンを模倣するとい

う模倣条件を満たす必要がある．さらに設計者は，具体マシンを記述・証明する際，Event-B言語による仕

様の形式化方法も検討する必要がある．以上より，Event-Bのモデル設計者は，リファインメントによって

具体マシンを記述・証明する際に以下の 3項目を考慮することになる．

【リファインメントにおける検討項目】

(1) リファインメント戦略（各マシンに導入する仕様の詳細度）

(2) 模倣条件

(3) Event-B言語による仕様の形式化方法

これらの検討項目のうち，検討項目 (1)は 4.1節の作業 (A) にて検討される．残りの検討項目 (2)および

(3)は作業 (B)にて検討される．
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8.2 既存のリファインメント戦略策定手法の問題点

作業 (A) において，4.2節に示した既存手法を適用した場合を考える．これらの手法は，Event-B言語に

よるマシン記述・証明の前に，リファインメント戦略を策定する手段を提供する．よって，検討項目 (1)を

検討できるようになる．しかし，これらの既存手法に従って策定したリファインメント戦略は，Event-Bの

形式的意味論に関わる検討項目 (2)および検討項目 (3)の一部を含んでいる．つまり既存手法を適用した場

合，検討項目 (2)および検討項目 (3)の一部を，作業 (A) において検討することになる．このように，既存

手法では検討項目 (1)と，検討項目 (2)および検討項目 (3)との分離が不完全と言える．

例えば文献 [28]に示す手法では，KAOSゴールモデルのゴールを，Event-Bマシンのイベントに直接変換

できる．しかしそれを実現するために，ゴールの記述方法を Event-Bのイベントと同等の記述方法に制限

している．つまり設計者は，(1)リファインメント戦略の策定と同時に，Event-Bマシンの記述に関わる (2)

や (3)も検討することになる．

このように既存手法では，検討項目 (1)と，(2)および (3)の一部を完全に分離できず，作業 (A)において

同時に検討することになる．よって検討項目 (1)を再検討する度に，検討項目 (2)および (3)の一部まで再

検討することになる．また複数の項目を同時に検討することは，作業の難易度を上げる要因になる．これら

の理由から，検討項目 (1)と，(2)および (3)の分離が不完全であることは，Event-B適用の効率を低下させ

る要因になると考えられる．そこで本研究では，検討項目 (1)を，(2)および (3)から完全に分離できるリ

ファンメント戦略策定手法を検討する．

8.3 アプローチ

8.2節で述べたとおり，検討項目 (1)を，検討項目 (2)および検討項目 (3)から完全に分離可能なリファイ

ンメント戦略策定手法を検討する．従来，ソフトウェア開発の現場では，障害の影響やセキュリティ上の脅

威等を分析する手段として，原因と結果の関係を木構造で表す図が使用されている．そこで提案手法では，

分割戦略木と呼ぶ木構造の図によってリファインメント戦略を記述する．分割戦略木の構造を図 8.1に示す．

親エビデンス 𝑃𝐸𝑖

子エビデンス 𝐶𝐸𝑖
1 子エビデンス 𝐶𝐸𝑖

2

分岐𝑖

図 8.1:分割戦略木の構造

分割戦略木は，故障解析木（Fault Tree）[68]や KAOSゴールモデル [59] [60]に類似する木構造のモデル

である．分割戦略木においては，木構造を構成するノードをエビデンスと呼ぶ．各エビデンスは自然言語の

文章で記述する．図 8.1に示すように，上位のエビデンスを親エビデンス，下位のエビデンスを子エビデン

スと呼ぶ．１つの親エビデンスは複数の子エビデンスを持ち得る．親エビデンスと子エビデンスとの接続
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点を分岐と呼ぶ．

対象システムが満たすべき要件は，分割戦略木の最上位に記述する．そしてその子エビデンスに，上記要

件を実現するために必要な仕様を記述する．同様に各分岐において，親エビデンスの表す仕様は，子エビデ

ンスの表す仕様によって実現されるように記述する．各エビデンスは自然言語にて記述する．エビデンス

として記述する仕様は，対象システムの性質や振る舞いを表す．あるいは対象システムの仕様はその実行

環境を前提に実現される場合もあるため，上記実行環境の性質や振る舞いをエビデンスとして記述しても

良い．また，仕様として定義された性質や振る舞いだけでなく，仕様から導出可能な性質もエビデンスと

して記述できる．親エビデンスは，その全ての子エビデンスが成立する場合にのみ成立する．任意の分岐

i(i ∈ [1 .. k]) における親エビデンスを PEi とし，子エビデンスを CEi
j( j ∈ [1 ..m]) とすると，上記関係は以

下のとおり表せる．

CEi
1 ∧ ... ∧CEi

m⇒ PEi

分割戦略木の分岐 iは，Event-Bのリファインメントステップに対応する（図 8.2）．ここで，リファイン

メントステップ i における抽象マシンを Mi−1，具体マシンを Mi とする．分岐 i における親エビデンス PEi

と，子エビデンス CEi
j が与えられている場合，具体マシン Mi は子エビデンス CEi

j を充足するように作成

する．本論文では，「マシン Mがエビデンス Eを充足する」という意味を以下のとおり定義する．

マシン𝑀0

マシン𝑀1

マシン𝑀2

リファインメント
ステップ #1

リファインメント
ステップ #2

リファインメント
ステップ #3

充足

充足

充足

[分割戦略木] [Event-Bマシン]

分岐1

分岐2 分岐3

マシン𝑀3充足

図 8.2:分割戦略木と Event-Bリファインメントの対応関係

定義 3 以下の条件が成立する場合かつその場合のみ，マシン Mはエビデンス Eを充足する．

• エビデンス Eが対象システムあるいは外部環境の性質 Sを表す場合は，マシン Mは性質 Sを

表すインバリアントを含む．

• エビデンス Eが対象システムあるいは外部環境の振る舞い Bを表す場合は，マシン Mは振る

舞い Bを表すイベントを含む．

対象システムあるいは外部環境の振る舞いを表すようにイベントを記述する方法を述べる．例えば振る

舞い Bがある処理の事前条件と事後条件を表す場合は，上記事前条件はガードに対応し，上記事後条件は

アクションに対応するようにイベントを記述する．または，振る舞い Bが複数の処理の実行順序を規定す

る場合は，上記処理に対応するイベントに対して，実行順序を制御するためのガード条件を追加する．
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抽象マシン Mi−1が親エビデンス PEi を充足する場合，抽象マシン Mi−1を詳細化した具体マシン Mi も親

エビデンス PEi を充足する．そのため，具体マシン Mi において充足される仕様は，親エビデンス PEi と

矛盾しないことが条件となる（図 8.3）．

抽象マシン𝑀𝑖−1

具体マシン𝑀𝑖

リファインメント
ステップ #𝑖

充足

[分割戦略木] [Event-Bマシン]

親エビデンス
𝑃𝐸𝑖

リファイン

具体マシン𝑀𝑖が
充足する仕様

矛盾
しない

充足

充足

図 8.3:分割戦略木と Event-Bマシンの関係 (1)

ここで子エビデンスCEi
j に着目する．子エビデンスCEi

j は，親エビデンス PEi を実現する仕様であるこ

とから，親エビデンス PEi とは矛盾しない．よって子エビデンス CEi
j は，具体マシン Mi が充足すべき仕

様の候補となる（図 8.4）．

子エビデンス
𝐶𝐸𝑖1

子エビデンス
𝐶𝐸𝑖2

分岐𝑖

抽象マシン𝑀𝑖−1

具体マシン𝑀𝑖

リファインメント
ステップ #𝑖

充足

[分割戦略木]

親エビデンス
𝑃𝐸𝑖

リファイン
充足

充足

[Event-Bマシン]

図 8.4:分割戦略木と Event-Bマシンの関係 (2)

つまり，分割戦略木は，具体マシン Mi に導入する仕様の詳細度を決定する指針となる．即ち，リファイ

ンメント戦略を表す．分割戦略木の示す指針に従ってマシンを詳細化した場合，対象の仕様が要件を満た

すという証明問題は，抽象マシン Mi−1が具体マシン Mi を模倣することの証明問題に分割される．上述の

とおり，抽象マシン Mi−1は親エビデンス PEi を充足し，具体マシン Mi は子エビデンス CEi
j を充足する．

よって，抽象マシン Mi−1が具体マシン Mi を模倣するという証明問題の概要は，親エビデンス PEi と子エ

ビデンス CEi
j から読み取ることができる．従って分割戦略木は，マシン詳細化の指針であるリファインメ

ント戦略を示すだけでなく，その指針に従ってリファインメントを行った場合の証明問題分割のアウトラ

インを表すと言える．本論文では，分割戦略木が示す証明問題分割のアウトラインを，証明の分割戦略と

呼ぶ．ただし，具体マシン Mi が全ての子エビデンスCEi
j を充足する場合でも，具体マシン Mi がリファイ

ンメントにおける模倣条件を満たすとは限らない．模倣条件は，Event-B言語による仕様記述結果であるマ

シンに対して定義される条件であることから，その成立／不成立はマシン記述方法にも依存する．つまり，
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親エビデンス PEi を充足するように抽象マシン Mi−1を記述し，その子エビデンスCEi
j を充足するように具

体マシン Mi を記述したとしても，それらのエビデンスに基づく抽象マシン Mi−1および具体マシン Mi の

記述方法によっては，模倣条件が成立しない場合がある．即ち，具体マシン Mi が子エビデンスCEi
j を充足

することは，模倣条件を満たすための必要条件であり，実際に模倣条件を成立させるためにはより詳細な

仕様の追加が必要になる可能性がある．このように，分割戦略木は証明問題分割のアウトラインに過ぎず，

分割戦略木に沿ってリファインメントを進めても，必ずしも証明責務を証明できるとは限らない．

この分割戦略木を活用することで，リファインメント戦略（検討項目 (1)）を Event-Bの形式的意味論から

分離して策定できるようになる．分割戦略木に記述した仕様を，実際に模倣条件が成立するように Event-B

言語で記述する方法（検討項目 (2)および検討項目 (3)）は，分割戦略木に基づいて Event-Bモデルを作成

する際に設計者が別途策定する．つまり，分割戦略木を活用することで，検討項目 (1)を，検討項目 (2)お

よび検討項目 (3)から分離できる．これにより，Event-Bの適用効率を向上できる可能性がある．また分割

戦略木は自然言語にて記述するため，他の設計者や顧客など Event-Bに精通していない第三者と証明の分割

戦略を共有し，合意形成する目的にも利用できる．

8.4 分割戦略木を使用したリファインメント手法

本章では，分割戦略木を使用したリファインメント手法の詳細を示す．まず本手法の前提条件を以下に

示す．

【前提条件】

[条件 1] Event-Bモデルの記述前に，対象システムの仕様は非形式的に定義済みである．

[条件 2] 対象システムの要件は，対象システムの仕様が満たすべき不変な性質として非形式的に定

義済みである．

本手法は仕様を Event-Bで記述する作業を対象とし，仕様の変更による手戻りは考慮しない．よって条件

1のとおり，仕様は定義済みであることを前提とする．同様の理由から，条件 2に示すとおり，要件も定義

済みとする．また以降では，条件 1にて与えられる仕様を「定義された仕様」と呼び，上記定義された仕

様から導出した仕様と区別する．

これらの前提条件のもと，以下の手順で分割戦略木および Event-Bのマシンを記述・証明する．各マシン

の参照するコンテクストは必要に応じて作成するものとし，以下の手順では省略する．また以降では，子エ

ビデンスを持たないエビデンスを葉エビデンスと呼ぶ．

【手順】

手順 (1) 対象システムの要件を，分割戦略木の最上位のエビデンス PE1として記述する．

手順 (2) エビデンス PE1を充足するように，マシン M0を記述する．

手順 (3) 分割戦略木において，葉エビデンス PEi(i ∈ [1 ..k])を選択する．そしてエビデンス PEiを実

現する対象システムあるいは外部環境の性質や振る舞いを，子エビデンスCEi
j( j ∈ [1 ..m])
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として記述する．対象システムの性質や振る舞いを表す子エビデンスは，仕様として定義

された性質や振る舞いそのものを表す場合と，上記仕様から導出した性質（以降，暗黙的

性質とも呼ぶ）を表す場合がある．

手順 (4) 作成済みのマシン Mi−1をリファインメントにより詳細化することでマシン Mi を記述す

る．マシン Mi は，マシン Mi−1との間の模倣条件を満たすとともに，全ての子エビデンス

CEi
j( j ∈ [1 ..m])を充足するように記述する．マシン Mi から作成される証明責務を証明で

きた場合は，手順 (5)に進む．マシン Mi から作成される証明責務を証明できなかった場

合は，手順 (3)に戻り，子エビデンスCEi
j を修正する．

手順 (5) 分割戦略木において，仕様から導出した性質（暗黙的性質）を表す葉エビデンスが存在す

るかを確認する．そのような葉エビデンスが存在する場合，手順 (3)に戻り，当該葉エビ

デンスに対して手順 (3)を実行することで分岐 i = i + 1を作成する．上記条件を満たすよ

うな葉エビデンスが存在しない場合は，手順 (6)に進む．

手順 (6) マシン Mi が対象システムについて定義された仕様を表すか，即ち，仕様として定義され

た全ての性質や振る舞いを導入済みであるかを確認する．マシン Mi が定義された仕様を

表す場合，k = i としてリファインメントを終了する．そうでない場合，マシン Mi をリ

ファインメントによって詳細化することで，定義された仕様を表すマシン Mi+1を記述す

る．Mi+1から作成される証明責務を証明できた場合は，k = i + 1としてリファインメント

を終了する．Mi+1から作成される証明責務を証明できなかった場合は，マシン Mi+1を破

棄し，手順 (3)に戻って任意の葉エビデンスに対して分岐 i = i + 1を作成する．

本手法ではまず手順 (1)にて，対象システムの要件を，分割戦略木の最上位のエビデンス PE1として記

述する．そして手順 (2)にて，上記要件を充足するマシン M0を記述する．次に手順 (3)では，上記 PE1に

対して分岐 1を作成し，子エビデンス CE1
j を記述する．この手順 (3)では，設計者は，証明問題の分割の

ためにどの仕様を次のマシン M1に導入するか（検討項目 (1)），即ちリファインメント戦略を検討しなが

ら子エビデンスCE1
j を記述する．そして次の手順 (4)にて，記述した子エビデンスCE1

j を充足するマシン

M1を記述する．その際設計者は，子エビデンスとして記述した仕様を Event-B言語で形式化する方法（検

討項目 (3)）を検討しながらマシン M1を記述する．またマシン M1はマシン M0の詳細化結果であること

から，設計者はマシン M0とマシン M1の間の模倣条件（検討項目 (2)）も検討しながらマシン M1を記述す

る．このように分割戦略木を活用することで，検討項目 (1)は手順 (3)に，検討項目 (2)および検討項目 (3)

は手順 (4)に，分離して検討できるようになる．また上記マシン記述の際には，5節で提案した，証明手戻

りを防止するマシン修正手法を活用できる．

手順 (4)にて証明責務を証明できなかった場合は，手順 (3)に戻って子エビデンスCE1
j を修正する．その

際，手順 (4)で証明できなかった証明責務を参照することで，子エビデンス CE1
j の修正方針を獲得できる

場合がある．手順 (4)で証明できなかった証明責務は，マシン M1にて成立すべき性質を表す．よって，そ

の証明責務を成立させるために必要な仕様を，子エビデンス CE1
j として記述することで，証明できなかっ

た証明責務を証明できるようになる可能性がある．証明責務を証明できた場合は，任意の jを選択し，子エ
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ビデンス CE1
j を親エビデンス PE2と位置づけて，子エビデンス CE2

j を記述する．そしてそれらの子エビ

デンスCE2
j を充足するように，マシン M2を記述する．

このように，分割戦略木における子エビデンスの記述と，記述した子エビデンスを充足するマシンの記述

を繰り返すことで，リファインメントを進めていく．上記繰り返しは少なくとも，対象システムの仕様から

導出した性質である暗黙的性質が葉エビデンスとして現れなくなるまで行う（手順 (5)）．仕様から導出可

能な暗黙的性質が存在する場合，その暗黙的仕様は導出元の仕様によって実現される．つまり，暗黙的性質

を表すエビデンスは，その導出元の仕様を子エビデンスとして持つ．そこで手順 (5)では，暗黙的性質を表

す葉エビデンスの有無を確認し，そのような葉エビデンスが存在する場合には，子エビデンスの記述を促

している．

手順 (6)では，マシン Mi を，定義された仕様を表すマシンに詳細化する．マシン Mi が既に定義された

仕様を表す場合は，k = i としてリファインメントを終了する．そうでない場合は，定義された仕様を表す

マシン Mi+1を記述する．マシン Mi+1から作成される証明責務を証明できた場合は，対象システムの仕様

が要件を満たすことを証明できたことになるため，k = i + 1としてリファインメントを終了する．上記証

明責務を証明できなかった場合は，さらに葉エビデンスを分割するため，マシン Mi+1を破棄して手順 (3)

に戻る．本手法によるリファインメントの完了後には，仕様が要件を満たすことを証明する Event-Bモデル

と，その証明のアウトラインを自然言語で記述した分割戦略木を得る．

8.5 適用例

本手法によって検討項目 (1)を分離できることを確認するため，ケーススタディを実施した．ケーススタ

ディの題材には，6.1節に記載したファイル転送プロトコルの仕様を用いた．まず分割戦略木の記述結果を

図 8.5に示す．

【手順 (1)】

図 8.5に示すとおり，仕様が満たすべき要件を分割戦略木の最上位のエビデンス E0として記述した．

【手順 (2)】

エビデンス E0は，Event-B言語では r = n+ 1⇒ g = f という論理式で表せる．そこで，マシン M0がエ

ビデンス E0を充足するように，以下のインバリアント inv0を記述した．

inv0 : r = n+ 1⇒ g = f

さらに，受信者がデータを受信するイベント receiveを，inv0が成立するように以下のとおり記述した．

receive=̂ any p_g, p_r where grd1 : p_r = n + 1⇒ p_g = f , grd2 : p_g ∈ 1 .. n 7→ D, grd3 : p_r ∈

1 .. n+ 1 then act1 : g := p_g, act2 : r := p_r end
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【E0】送受信終了時に，受信
者の受信データgと，送信者
の送信データfは一致する

【E16】伝送データdを受信
しても，その伝送データd

および最新の送信ブロッ
クは変化しない

【E15】伝送データdの

受信前，最新の送信
ブロックは伝送データ

dと一致する

【E5】受信者は，伝送
データdを最新の受信
ブロックに格納する

【E6】伝送データdの

受信完了後，最新の
送信ブロックは伝送
データdと一致する

【E1】伝送データdの受信完了後，受

信者の受信済みデータと，送信者の
送信済みデータは一致する

【E2】sとrが一致する場合，送信者は新たな
ブロックを送信できる（連続送信禁止）

【E3】sとr＋１が一致する場合，受信者
は伝送データdを受信できる

（重複受信禁止）

【E13】伝送データdの受信前，
受信済みデータgは，送信
済みデータと一致する

【E7】sのパリティ
ビットpは，送信
の度に反転する

【E10】パリティビットpと
qが一致する場合，送
信者は伝送データdを

送信できる

【E12】パリティビットpと
qが不一致の場合，
受信者は伝送データd

を受信できる

【E9】伝送データdを受
信する際にrはインクリ
メントされ，sと一致する

【E11】伝送データdを送信
する際にsはインクリメントさ
れ，r＋１と一致する

【E8】rのパリティ
ビットqは，受信
の度に反転する

【E4】伝送データdの

受信完了後，受信済
みデータgは，送信済
みデータと一致する

【E14】伝送データdを受信しても，

それまでに受信したデータ，お
よびそれまでに送信したデータ

は変化しない

【E17】伝送データdを送信し

ても，それまでに受信した
データ，およびそれまでに送
信したデータは変化しない

仕様から導出した性質（暗黙的性質）

仕様として定義された性質や振る舞い

対象システムの要件

分岐 1

分岐 2 分岐 3 分岐 4

分岐 5 分岐 6

分岐 7

【E18】送信者はｍ最新の
送信ブロックを伝送データd

として送信する

分岐 8

図 8.5:ファイル転送プロトコル仕様を対象とする分割戦略木の記述結果

p_gおよび p_r は，それぞれ receive実行後の gと r の値を保持するパラメータである．

【分岐 1に対する手順 (3)】

エビデンス E0を葉エビデンスとして選択した．そして図 8.5に示すとおり，E0を実現するエビデンス

E1，E2，および E3を，E0の子エビデンスとして作成し，分岐 1とした．

【分岐 1に対する手順 (4)】

マシン M0をリファインメントにより詳細化することで，エビデンス E1，E2，および E3を充足するマ

シン M1を作成した．まずエビデンス E1を充足するように，以下のインバリアント inv1を記述した．

inv1 : s= r ∧ r > 1⇒ 1 .. r － 1◁ g = 1 .. s－ 1◁ f

さらにエビデンス E2を充足するため，イベント sendのガード grd1を以下のとおり記述した．

send̂=where grd1 : s= r, grd2 : s, n+ 1 then act1 : s := s+ 1 end

上記ガード grd1により，イベント sendは s= rの場合のみ発生する．ガード grd2は，sの定義 s ∈ [1..n+1]

より導出した．またエビデンス E3を充足するため，同様のガードをイベント receiveに導入した．このよ

うにして記述したマシン M1は，マシン M0と模倣関係にある．よって，証明責務を証明できた．
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【分岐 1に対する手順 (5)】

葉エビデンス E1，E2，および E3は暗黙的性質を表すため，手順 (3)に戻った．

【分岐 2に対する手順 (3)～手順 (5)】

エビデンス E1を葉エビデンスとして選択した．そして図 8.5に示すとおり，エビデンス E1を実現する

エビデンスとして E4，E5，および E6を記述した．さらに，これらのエビデンスをインバリアントやイベ

ントにて充足するマシン M2を記述した．その後，暗黙的性質を表す葉エビデンス E2および E3に対して

子エビデンスを定義するため，手順 (3)に戻った．

その後も同様にして，エビデンスの記述とマシンの記述を繰り返し，マシン M3から M8まで作成した．

その結果，葉エビデンスに暗黙的性質が現れなくなったため，手順 (6)に進んだ．

【手順 (6)】

マシン M8には，対象システムについて定義された全ての仕様が導入されていたため，k = 8としてリファ

インメントを終了した．

このように本手法に従うことで，検討項目 (1)を分離してリファインメントを進めることができた．各ス

テップのマシン，およびコンテクストから作成された証明責務の数を表 8.1にまとめる．

表 8.1:証明責務数
マシン／コンテクスト 証明責務

自動証明 対話証明 合計

M0 6 0 6

M1 8 0 8

M2 14 1 15

M3 10 0 10

M4 4 1 5

M5 5 0 5

M6 6 0 6

M7 0 0 0

M8 4 0 4

コンテクスト 4 0 4

合計 61 2 63

本例では 2つのコンテクストを作成したが，証明責務数は"コンテクスト"の行にまとめて記述した．ま

た，分割戦略木の分岐 7に従ってマシン M6から M7を作成する際，分岐 7の子エビデンス E17の仕様は既

に M6に含まれていたため，M7では新たな仕様は導入しなかった．そのため表 8.1に示すとおり，M7の証

明責務数は 0となった．このように，抽象マシンと具体マシンが同一の場合は，証明責務は作成されない．
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8.6 提案手法の有用性と限界

リファインメントは証明問題を簡単化する手段として有効である．しかし，対象システムごとに適切なリ

ファインメント戦略を策定できるかは設計者のスキルに依存するため，必ずしもリファインメントを適用で

きるとは限らない．例えば，形式手法の実適用を目的とした産学連携プロジェクト「ディペンダブルソフト

ウェアフォーラム [11]」では，いくつかのグループが Event-Bの適用を試行している．そのうち一部のグ

ループでは，リファインメントを適用せずに Event-Bモデルの記述と証明を実施している．

リファインメント戦略の策定が困難な原因は，適切なリファインメント戦略は対象システムに依存するた

め，自明ではないという本質的な点にある．これに加えて本研究では，リファインメント戦略の策定時に模

倣条件や仕様の形式化方法を検討することも，リファインメント戦略の策定を困難化し，作業効率を低下す

る要因になると考えた．そこで，設計者がリファインメント戦略の策定に集中できるように，模倣条件や仕

様の形式化方法の検討から完全に分離する手法を提起した．そして，提案手法にてリファインメント戦略の

策定を分離できることを，ケーススタディを通じて確認した．

また分割戦略木は自然言語にて記述することから，他の設計者や顧客など Event-B言語に精通していない

第三者とも共有可能である．特に，従来ソフトウェア開発の現場では，障害の影響やセキュリティ上の脅威

等を分析する手段として分割戦略木のような木構造の図を使用しているため，第三者にとって馴染みやすい

記法と考える．また，分割戦略木に記述したリファインメント戦略を参照することで，「仕様が要件を満た

すことを Event-B上でどのように証明したか」を概観できる．つまり，本手法を適用することで，Event-B

による証明の概略を第三者と共有できるようになる．

4.1節でも述べたが，リファインメントにおいて模倣条件を満たすように具体マシンを記述する方法は無

数に考えられる．つまり，Event-Bにおけるモデル記述の自由度は高い．このモデル記述の自由度の高さか

ら，Event-Bでは対象システムを限定せずに様々な仕様を記述できる．しかしその分，モデル記述において

設計者が策定すべき範囲も広く，リファインメント戦略もその一部である．本章に示した手法では，分割

戦略木によってリファインメント戦略を策定する．これは本来自由に策定可能なリファインメント戦略を，

「トップダウンアプローチ」に従うように制限している．トップダウンアプローチとは，まず対象システム

全体を概観するモデルを記述し，リファインメントによってその構成要素を徐々に導入および詳細化してい

くというリファインメント戦略の指針である．4.2節に示した outside-inアプローチは，このトップダウン

アプローチを制御システム向けに具体化したものと位置付けられる．これらのアプローチは，モデル設計

者に対してリファインメント戦略の策定指針を示している．つまり本章に示した手法は，リファインメント

戦略の策定指針を示すガイドラインとしても有用である．但し，トップダウンアプローチに基づくリファイ

ンメントが適さないシステムに対しては，本手法は適用できない．

また本手法は，適切なリファインメント戦略は自明ではないという本質的な問題を解決するものではな

い．本手法は上記問題に集中して取り組むための手段を提供するもので，リファインメント戦略そのものは

設計者が策定する必要があることに注意する．
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8.7 活性要件の証明への活用可能性

8.4節の条件 2に示したとおり，本手法では証明対象の要件を，システムの不変性質，即ち安全性要件に

限定している．「いずれ必ずある条件を満たす」などの活性要件は，Event-Bでは直接的に記述できないため

対象から除外した．一方で，1.1節でも触れたとおり，活性要件を Event-B上で証明する手法が近年確立さ

れつつある [6] [7]．そこで本節では，鉄道の列車監視システムを対象に活性要件を Event-Bで証明した例を

示すとともに，その証明における本手法の適用可能性を考察する．

対象の列車監視システムは，信号機や軌道回路などの設備の情報を受信し，モニタに表示するシステムで

ある．鉄道指令員は，モニタに表示された設備情報を確認することで，列車の運行状況を把握する．よって

このシステムには，受信した設備情報を漏れなくモニタに表示することが要件として求められる．そこで

本研究では，対象システムの要件を以下のとおり定義する．

【列車監視システムの活性要件】設備情報の受信回数 ctが任意の定数 K と一致する場合，モニタの表

示回数mtはいずれ K と一致する．

□(ct = K⇒ (♢mt= K))

"ct"と"mt"は，それぞれ設備情報の受信回数とモニタの表示回数を表す変数である．また"K"は，任意の

正の整数を表す定数である．□(ct = K⇒ (♢mt = K))は，上記活性要件を LTL（Linear Temporal Logic）の

論理式で形式化した結果である．"□"および"♢"は時相演算子と呼ばれる演算子で，任意の論理式 pについ

て□pは，常に論理式 pが成立することを意味する．同様に ♢pは，将来いずれかの時点で pが成立するこ

とを意味する．

Event-Bでは，上記"□"や"♢"などの時相演算子を含む論理式は記述できない．そこで本研究では，文献 [7]

に示されたアプローチに基づき，上記活性要件を Event-Bで記述可能な以下の補題に分割して証明する．以

降，補題を定義する際には，可能な限り LTL 式にて形式化した結果を併せて示す．

補題 1 mt < K かつ K ≤ ct，および ¬(mt = K)が成立する場合，任意のイベントは収束する（いずれ

どのイベントも実行不可能になる）．

補題 2 mt< Kかつ K ≤ ct，および ¬(mt= K)が成立する場合，いずれかのイベントは実行可能である．

補題 3 mt< Kかつ K ≤ ct，および ¬(mt= K)が成立する場合，任意のイベント実行後にはmt< Kか

つ K ≤ ct，あるいはmt= K が成立する．

補題 4 ct = K かつ ¬(mt= K)が成立する場合，mt< K かつ K ≤ ctが成立する．

□((ct = K ∧ ¬(mt= K))⇒ (mt< K ∧ K ≤ ct))

補題 1における「イベントは収束する」という性質は，「イベント実行の結果，ある自然数の変数 Vの値

が減少する」という性質に置き換えられる．上記 Vはバリアントと呼ばれる．ここでイベント実行後のバ

リアント Vの値を，変数 V′ にて表すとすると，補題 1は，「((mt< K ∧ K ≤ ct) ∧ ¬(mt= K))⇒ V′ ≤ V」と

表せる．よってこの性質をインバリアントとして記述することで，Event-B上で補題 1を証明できる．
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また補題 2における「いずれかのイベントは実行可能」という性質は，「マシンに含まれる全てのイベン

トのガード条件を論理和結合した論理式は，常に成立する」という性質に置き換えられる．よって上記論

理式をインバリアントとして記述することにより，補題 2も Event-B上で証明できる．この補題 1と補題 2

から，以下の補題 5を導出できる

補題 5　任意のある時点において，いずれ「mt< Kかつ K ≤ ct」が不成立となるか，あるいはmt= K

が成立するようになる．

□♢(¬(mt< K ∧ K ≤ ct) ∨mt= K)

この導出の詳細な証明は文献 [7]に示されているため，本論文では直感的な説明のみを与える．以降の導出に

ついても同様である．まず背理法の仮定として，(mt< K∧K ≤ ct)∧¬(mt= K)が成立する場合は，その後も常に

成立し続けると仮定する．その場合，補題1より任意のイベントの実行は収束するが，同時に補題2よりいずれ

かのイベントは実行可能であり続ける．これは矛盾するため，(mt< K∧K ≤ ct)∧¬(mt= K)が常に成立し続ける

ことはなく，いずれ不成立となる．つまり，補題1と補題2より，いずれ必ず¬((mt< K∧K ≤ ct)∧¬(mt= K))，

即ち ¬(mt < K ∧ K ≤ ct) ∨mt = K が成立するという性質を導出できる．この性質は補題 5に相当する．さ

らに補題 3と補題 5から，以下の補題 6を導出できる．

補題 6　mt< Kかつ K ≤ ctが成立する場合，いずれmt= Kが成立し，それまではmt< Kかつ K ≤ ct

が成立し続ける．

□((mt< K ∧ K ≤ ct)⇒ ((mt< K ∧ K ≤ ct)U mt= K))

"U"は Until を意味する時相演算子である．任意の論理式 pおよび qについて pUqは，いずれ qが成立

し，それまでは pが成立し続けることを表す．上記導出について，まず (mt < K ∧ K ≤ ct) ∧ ¬(mt = K)

が成立する場合を考える．(mt < K ∧ K ≤ ct) ∧ ¬(mt = K)が成立する場合，補題 3より，任意のイベント

実行後には (mt < K ∧ K ≤ ct) ∨mt = K が成立する．また補題 5は，あるイベントの実行によっていずれ

¬(mt < K ∧ K ≤ ct) ∨ mt = K が成立することを意味している．つまり，(mt < K ∧ K ≤ ct) ∧ ¬(mt = K)

が成立する場合は，イベント実行後に (mt < K ∧ K ≤ ct) ∨ mt = K が成立し，そしていずれある時点で

((mt < K ∧ K ≤ ct) ∨ mt = K) ∧ (¬(mt < K ∧ K ≤ ct) ∨ mt = K)，即ち mt = K が成立する．以上より，

(mt< K ∧ K ≤ ct) ∧ ¬(mt= K)の場合は，いずれmt= Kが成立し，それまではmt< K ∧ K ≤ ctが成立し続

ける．

次に (mt< K ∧K ≤ ct)∧mt= Kが成立する場合について考える．この場合は既にmt= Kが成立している

ため，(mt< K ∧ K ≤ ct)⇒ ((mt< K ∧ K ≤ ct)U mt= K)を満たす．以上より，mt< K ∧ K ≤ ctが成立する

場合は，いずれmt= K が成立し，それまではmt< K ∧ K ≤ ctが成立し続ける．つまり補題 6が成立する．

最後に補題 4と補題 6から，上記活性要件を導出する．まず ct = K ∧ mt = K が成立する場合は ct =

K ⇒ (♢mt = K) が成立するため，上記活性要件を満たす．よって以下では，ct = K ∧ ¬(mt = K) の場合

について考える．ct = K ∧ ¬(mt = K) が成立する場合，補題 4より，mt < K ∧ K ≤ ctが成立する．さ

らに mt < K ∧ K ≤ ctが成立する場合，補題 6より，(mt < K ∧ K ≤ ct) U mt = K が成立する．つまり，
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ct = K ∧ ¬(mt = K) の場合，いずれ必ず mt = K が成立する．以上より，ct = K ∧ ¬(mt = K) の場合も

ct = K⇒ (♢mt= K)が成立するため，上記活性要件を満たす．

上述の導出関係より，補題 1～4を証明することで，上記活性要件が成立することを示せる．そこでこれ

らの補題 1～4をインバリアントとして記述し，その結果作成される証明責務 INVを証明した．これによ

り，上記活性要件の証明を達成した．

このように，活性要件を複数の補題に分割するというアプローチは，本章に示した分割戦略木の考え方と

一致する．例えば，上記活性要件と補題の関係は，分割戦略木にて図 8.6のように記述できる．

【活性要件】設備情報の受信回数ctがKと
一致する場合，モニタの表示回数mtは

いずれKと一致する．

【補題1】「mt<Kかつ K≦ct 」および
￢(mt=K)が成立する場合，任意のイベント

は収束する

【補題2】「mt<Kかつ K≦ct 」および
￢(mt=K)が成立する場合，いずれかの

イベントは実行可能である．

【補題3】「mt<Kかつ K≦ct 」および￢(mt=K)が
成立する場合，任意のイベント実行後には

mt<Kかつ K≦ct，あるいはmt=Kが成立する．

【補題4】ct=Kかつ￢(mt=K)が成立する場合，
「mt<Kかつ K≦ct」が成立する．

【補題5】任意のある時点において，
いずれ「mt<Kかつ K≦ct」が不成立となるか，

あるいは mt=Kが成立する．

【補題6】「mt<Kかつ K≦ct」が成立する場合，
いずれmt=Kが成立し，それまでは
mt<Kかつ K≦ctが成立し続ける．

分岐 1

分岐 2

分岐 3

仕様から導出した性質（暗黙的性質）

対象システムの要件

図 8.6:活性要件と補題との関係を表す分割戦略木

上記活性要件を最上位のエビデンスとして記述すると，補題 4と補題 6はその子エビデンスとなる．さ

らに補題 6を親エビデンスとすると，補題 3と補題 5がその子エビデンスとなる．同様に補題 5を親エビ

デンスとすると，補題 1と補題 2が子エビデンスとなる．

このように分割戦略木は，活性要件とその証明のための補題との関係を記述する手段として活用できる．

本論文で例示した以外にも，様々な形式の活性要件が存在する．そして活性要件を補題に分割する方法は，

その活性要件の形式に依存する．つまり活性要件の分割方法は，その形式ごとに一般化可能である．よっ

て，ある活性要件の分割方法を記述した分割戦略木は，同一の形式を持つ活性要件を分割する際のひな形

として活用できる．一方で，前例のない活性要件が与えられた場合は，その分割方法は設計者が検討するこ

とになる．その検討を行う際の記法としても，分割戦略木を活用できる．

記述した分割戦略木に対して，本章で提案した手法では，最上位のエビデンスである活性要件を充足する

ように，マシン M0を記述する．しかし上述のとおり，Event-Bでは活性要件を直接的に記述できない．そ

こで活性要件に対して本手法を適用する場合は，活性要件を Event-Bで記述可能な複数の補題に分割し，そ

れらの補題を充足するようにマシンを記述する．例えば図 8.6の場合は，葉エビデンスである補題 1～補題
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4を充足するようにマシン M0を記述する．または補題を順次充足するようにリファインメントによってマ

シンを詳細化してもよい．例えば，補題 3と 4を充足するようにマシン M0を記述し，補題 1と補題 2を

充足するようにマシン M1を記述する．

上記方法により補題 1～補題 4を充足するマシン Mi を記述した結果，そのマシン Mi が対象システムに

ついて定義された仕様を表す場合は，証明を終了できる．しかしそうでない場合は，定義された仕様を表す

マシンを得るまで，リファインメントによる詳細化を行う必要がある．その際，本章で提案した手法を活用

できる．つまり，任意の補題に対して子エビデンスを定義し，その子エビデンスを充足するようにマシン

Mi+1を作成する．あるいは全ての補題を充足する前に，提案手法によるリファインメントを適用してもよ

い．例えば，葉エビデンスの一つである補題 4のみを充足するようにマシン M0を記述したとする．その次

には，補題 4に対して子エビデンスを作成し．その子エビデンスを充足するようにマシン M1を記述して

もよい．その後も同様に，残りの補題を充足するようにマシンを詳細化してもよいし，子エビデンスを作

成して，その子エビデンスを充足するようにマシンを詳細化してもよい．最終的に，全ての補題を充足し，

かつ定義された仕様を表すマシンを作成できれば，活性要件を証明できたことになる．

この方法により，活性要件に対しても，本章に示した分割戦略木に基づくリファインメント手法を応用で

きると考える．ただしこの方法では，補題 1～4から上記活性要件を導出できることを Event-B上で証明で

きない．よって補題 1～4から上記活性要件を導出できることは，Event-B以外の別の手段で保証する必要

がある．
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9.1 まとめ

本論文ではまず，Event-Bの適用を推進するためには，モデル設計・証明作業を支援する手法が必要であ

ることを述べた．Event-Bの適用事例は過去にいくつも報告されているが，それら既存の適用事例には「こ

の仕様に対しては，このように Event-Bモデルを記述することで証明できた」という結果のみが示されて

おり，「なぜそのようにモデルを記述したか」という考え方は示されていない．そのため，先例のないシス

テムのモデル設計・証明は困難という問題がある．この問題に対して本論文では，モデル設計・証明作業

を支援する一定の方針を示し，手法として整備することを提案した．手法を整備することで，モデル設計・

証明の手順が定型化されるため，作業を効率化できる．

上記モデル設計・証明の作業は，リファインメント戦略策定と，マシン記述・証明の 2段階に分割できる．

このうちマシン記述・証明の作業について，未証明責務の証明のためにマシン記述を修正することで，他の

証明済みの証明責務が更新され，証明の手戻りが発生するという課題を示した．Event-Bでは，マシンから

一定の規則で作成される複数の証明責務を証明することで，マシンとして記述した仕様の正しさを示せる．

しかし記述したマシンに矛盾や不備があると，証明責務は証明できない．その場合は，その証明責務を満た

すようにマシンを修正する必要がある．しかし，マシンの修正は他の証明責務も同時に更新してしまう可能

性がある．特に証明済みの証明責務が更新されると，その証明は無効化される．その結果，無効化された証

明責務の再証明，即ち証明の手戻りが発生する．これはマシン記述・証明の効率を低下させる要因になる．

上記課題を受け，本論文では，証明の手戻りを防止するためのマシン修正手法を提案した．提案手法で

は，マシン修正による証明責務の証明を，証明責務の種類ごとに順序立てて行う．そして，マシン修正方法

に対して制約を与えることで，ある種類の証明責務を証明する場合は，その時点で証明済みの種類の証明

責務に影響を及ぼさないようにする．設計者は，その制約の範囲内でマシン修正を行うことで，証明済みの

証明責務を維持できる．また上記制約のもとでマシン修正を行い，種類ごとに証明責務を証明していくと，

未証明の証明責務はある一種類の証明責務に集約される．そこで提案手法では，上記集約された証明責務

を証明するため，上記証明責務から逆算して作成したガードであるチートガードを挿入する．

上記提案手法の適用可能性および有効性を確認するため，ファイル転送プロトコルの仕様を題材とする

適用実験を行った．その結果，提案手法に従うことで，証明の手戻りを防止できることを確認した．また同

一の仕様に対して，提案手法を適用せず無作為に 2通りのマシン記述・証明を行った．その結果，それぞ

れ 14回，3回の証明手戻りが発生したことから，提案手法の有効性を確認した．

また本論文では，上記提案手法の前提となるリファインメント戦略の策定作業に対しても考察を与えた．

Event-Bのマシン記述・証明においては，リファインメントによって徐々に詳細な仕様を導入していく．こ

のリファインメントの戦略は無数に考えられるため，対象の仕様に合わせて設計者が適切に策定する必要
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がある．よって，類似の先例がある場合を除いて，リファインメントの適用には試行錯誤を要する．よって

まず変更が容易な記法でリファインメント戦略を策定し，その後策定したリファインメント戦略に従って

Event-B言語でのマシン記述と証明を進めるのが効率的である．

上記考えに基づき，マシン記述・証明の前にリファインメント戦略を策定する手法は既にいくつか提案さ

れている．しかし，それら既存の手法によるリファインメント戦略の記述は，マシン記述・証明時に検討さ

れるべき Event-Bの形式的意味論に関わる検討事項を含む．つまり既存手法には，リファインメント戦略の

策定作業とマシン記述・証明作業の分離が不完全という課題がある．これはリファインメント戦略策定の作

業効率を低下させる要因になる．

そこで本論文では，リファインメント戦略の策定作業とマシン記述・証明作業を完全に分離可能な手法を

提起した．この手法では，分割戦略木と呼ぶ木構造のモデルにてリファインメント戦略を記述する．分割戦

略木の各ノードには，対象システムの仕様を自然言語で記述する．特に，下位ノードの仕様が成立すれば，

上位ノードの仕様も成立するように記述する．そして，上位ノードの仕様から作成した Event-Bモデルに対

して，リファインメントにより下位ノードの仕様を導入する．この分割戦略木を活用することで，設計者は

Event-Bの形式的意味論を考慮せずにリファインメント戦略を策定できるようになる．また分割戦略木は自

然言語にて記述するため，他の設計者や顧客など Event-Bに精通していない第三者と証明の分割戦略を共有

し，合意形成する目的にも利用できる．この分割戦略木を活用した手法についてもケーススタディを実施

し，本手法を適用することで，リファインメント戦略を Event-Bの形式的意味論から分離して策定できるこ

とを確認した．

最後に，本論文で示した証明手戻りを防止するマシン修正手法と，分割戦略木を用いたリファインメント

手法の関係を図 9.1に示す．

マシン𝑀0設計・証明

𝑀1のリファインメント戦略策定

作業順序

マシン𝑀1設計・証明 マシン𝑀2設計・証明

マシン𝑀1の記述・証明

マシン𝑀1の設計・証明作業

マシン作成

証明実施

マシン修正手順(1)

証明実施

マシン修正手順(5)

証明実施

マシン𝑀1の記述・証明作業

証明手戻りを防止する
マシン修正手法

分割戦略木を用いた
リファインメント手法

図 9.1:証明手戻りを防止するマシン修正手法と分割戦略木を用いたリファインメント手法の関係

8.4節に示した分割戦略木を用いたリファインメント手法では，分割戦略木というリファインメント戦略
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の具体的な策定手法を与えるとともに，リファインメント戦略の策定とマシン記述・証明を繰り返すことで

リファインメントを進めるという全体のプロセスを定義している．そして 5節に示したマシン修正手法は，

8.4節の手法では触れていない詳細なマシン記述・証明方法を定義しており，この手法に従うことでマシン

記述・証明における証明の手戻りを回避できるようになる．

9.2 今後の課題

まず 5節に示したマシン修正手法に関する今後の課題を示す．本手法ではチートガードの挿入によって証

明責務 INVを証明するため，7.2節で述べたとおり，インバリアントとイベントの矛盾の検出が遅れるとい

う欠点がある．よって上記欠点を補うため，モデル検査ツールとの連携を検討する．また本手法では，リ

ファインメントに関係するGRD，S IM，T HM，INV，EQLの 5種類の証明責務のみを対象として挙げた

が，その他の証明責務も考慮に入れることで手法を拡張する．また 7.1節で述べたとおり，工数削減の観点

で提案手法を評価する方法を今後検討する．例えば，複数の被験者を集めて提案手法を適用するグループと

適用しないグループに分割し，同一の仕様を与えてモデル設計・証明工数を測定する方法などが考えられる．

次に 8.4節に示した分割戦略木を用いたリファインメント手法に関する今後の課題を示す．8.6節で述べ

たとおり，本手法ではリファインメントの戦略をトップダウンアプローチに限定している．つまり本手法が

有効となるシステムは，トップダウンアプローチのリファインメントに適したシステムと言える．そこで

トップダウンアプローチによるリファインメント適用事例をより広く調査するとともに，本手法のケースス

タディを積み上げることで，本手法が有効なシステムの種類をより明確化する．
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